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序
　
章

　
⑴

　
民
事
訴
訟
手
続
に
は
、双
方
審
尋
主
義
、口
頭
主
義
、直
接
主
義
、公
開
主
義
と
い
っ
た
諸
原
則
が
通
用
し
て
い
る
。

（
１
）

こ
の
う
ち
、

双
方
審
尋
主
義
が
も
っ
と
も
根
源
的
で
重
要
な
原
則
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

ま
た
、
公
開
主
義
は
、
一
般
公
開
と
当
事
者
公
開
に

大
別
さ
れ
、
こ
の
う
ち
、
本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
当
事
者
公
開
主
義
は
、
以
下
に
見
る
通
り
、
一
般
公
開
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
双
方

審
尋
主
義
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
手
続
原
則
で
あ
る
。

（
３
）

　
こ
れ
ら
の
手
続
原
則
の
中
に
は
、直
接
主
義
（
民
事
訴
訟
法
〔
以
下
、「
民
訴
法
」
と
略
す
〕
二
四
九
条
）
の
よ
う
に
、民
事
訴
訟
法
に
、

こ
れ
を
一
般
的
に
規
定
す
る
と
解
さ
れ
る
根
拠
規
定
を
有
す
る
原
則
も
あ
れ
ば
、
明
文
の
一
般
規
定
を
持
た
な
い
原
則
も
多
い
。
根
拠

規
定
を
持
た
な
い
原
則
も
、し
ば
し
ば
民
事
訴
訟
法
上
の
個
別
の
法
制
度
や
規
定
の
中
に
具
体
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

手
続
諸
原
則
の
要
請
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
個
別
の
法
制
度
や
規
定
に
よ
る
具
体
化
に
鑑
み
た
検
討
を
要
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
民
事
訴
訟
の
諸
原
則
中
、
最
も
重
要
な
原
則
と
言
わ
れ
る
双
方
審
尋
主
義
も
、
こ
れ
を
一
般
的
に
規
定
す
る
条
文
は
、

民
事
訴
訟
法
の
中
に
存
在
し
な
い
。

（
４
）

そ
の
一
方
で
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
の
法
制
度
や
規
定
が
、
民
事
訴
訟
法

の
中
に
数
多
く
存
在
す
る
。
例
と
し
て
、
訴
訟
手
続
の
中
断
（
民
訴
法
一
二
四
条
お
よ
び
一
三
二
条
）
お
よ
び
中
止
（
民
訴
法
一
三
〇

条
な
い
し
一
三
二
条
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
手
続
の
停
止
の
制
度
は
、
当
事
者
の
訴
訟
へ
の
関
与
の
機
会
を
保
障
す
る
こ

と
で
、
双
方
審
尋
主
義
を
具
体
化
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）

　
⑵

　
本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
当
事
者
公
開
主
義
も
、
民
事
訴
訟
法
に
一
般
規
定
を
持
た
な
い
も
の
の
、
民
事
訴
訟
制
度
に
通
底
す

る
訴
訟
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
法
制
度
や
条
文
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
が
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
弁
論
準
備
手
続
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
す
る
民
訴
法
一
六
九
条
一
項
は
、
立
会
権
が
、
当
事
者
が
そ
の
と
き
ど
き
の
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序
　
章

　
⑴

　
民
事
訴
訟
手
続
に
は
、双
方
審
尋
主
義
、口
頭
主
義
、直
接
主
義
、公
開
主
義
と
い
っ
た
諸
原
則
が
通
用
し
て
い
る
。

（
１
）

こ
の
う
ち
、

双
方
審
尋
主
義
が
も
っ
と
も
根
源
的
で
重
要
な
原
則
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

ま
た
、
公
開
主
義
は
、
一
般
公
開
と
当
事
者
公
開
に

大
別
さ
れ
、
こ
の
う
ち
、
本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
当
事
者
公
開
主
義
は
、
以
下
に
見
る
通
り
、
一
般
公
開
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
双
方

審
尋
主
義
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
手
続
原
則
で
あ
る
。

（
３
）

　
こ
れ
ら
の
手
続
原
則
の
中
に
は
、直
接
主
義
（
民
事
訴
訟
法
〔
以
下
、「
民
訴
法
」
と
略
す
〕
二
四
九
条
）
の
よ
う
に
、民
事
訴
訟
法
に
、

こ
れ
を
一
般
的
に
規
定
す
る
と
解
さ
れ
る
根
拠
規
定
を
有
す
る
原
則
も
あ
れ
ば
、
明
文
の
一
般
規
定
を
持
た
な
い
原
則
も
多
い
。
根
拠

規
定
を
持
た
な
い
原
則
も
、し
ば
し
ば
民
事
訴
訟
法
上
の
個
別
の
法
制
度
や
規
定
の
中
に
具
体
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

手
続
諸
原
則
の
要
請
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
個
別
の
法
制
度
や
規
定
に
よ
る
具
体
化
に
鑑
み
た
検
討
を
要
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
民
事
訴
訟
の
諸
原
則
中
、
最
も
重
要
な
原
則
と
言
わ
れ
る
双
方
審
尋
主
義
も
、
こ
れ
を
一
般
的
に
規
定
す
る
条
文
は
、

民
事
訴
訟
法
の
中
に
存
在
し
な
い
。

（
４
）

そ
の
一
方
で
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
の
法
制
度
や
規
定
が
、
民
事
訴
訟
法

の
中
に
数
多
く
存
在
す
る
。
例
と
し
て
、
訴
訟
手
続
の
中
断
（
民
訴
法
一
二
四
条
お
よ
び
一
三
二
条
）
お
よ
び
中
止
（
民
訴
法
一
三
〇

条
な
い
し
一
三
二
条
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
手
続
の
停
止
の
制
度
は
、
当
事
者
の
訴
訟
へ
の
関
与
の
機
会
を
保
障
す
る
こ

と
で
、
双
方
審
尋
主
義
を
具
体
化
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）

　
⑵

　
本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
当
事
者
公
開
主
義
も
、
民
事
訴
訟
法
に
一
般
規
定
を
持
た
な
い
も
の
の
、
民
事
訴
訟
制
度
に
通
底
す

る
訴
訟
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
法
制
度
や
条
文
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
が
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
弁
論
準
備
手
続
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
す
る
民
訴
法
一
六
九
条
一
項
は
、
立
会
権
が
、
当
事
者
が
そ
の
と
き
ど
き
の
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て
い
る
。

（
７
）

た
だ
し
、
控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
判
平
成
二
八
年
八
月
二
六
日
（
訟
月
六
三
巻
三
号
一
〇
〇
九
頁
）
は
、
判
断
を
覆
し
、
第

一
審
判
決
を
一
部
取
り
消
し
て
、
請
求
全
部
棄
却
の
判
決
を
下
し
た
。
上
告
棄
却
に
よ
り
、
こ
の
控
訴
審
の
請
求
棄
却
判
決
が
確
定
し

て
い
る
。

　
⑶

　
右
に
見
た
裁
判
官
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
の
態
様
は
、
い
か
に
も
不
当
な
印
象
を
受
け
る
も
の
の
、
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
べ
き

か
、
簡
単
に
は
結
論
で
き
な
い
こ
と
が
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
と
そ
の
控
訴
審
判
決
が
真
逆
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま

た
、
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
を
不
適
法
と
評
価
し
た
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
判
決
理
由
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
明
瞭
簡
潔
と
は
言
え
な

い
こ
と
か
ら
も
、
推
察
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
Ｒ
に
よ
る
期
日
外
釈
明
に
つ
い
て
、
期
日
外
釈
明
を
規
定
す
る
「
民
訴
法
一
四
九
条
に
は
、
釈
明
権
の
行

使
の
態
様
を
制
限
す
る
よ
う
な
規
定
は
な
い
か
ら
、
そ
の
態
様
が
同
条
に
直
接
違
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
、
釈
明
権
行
使

の
「
態
様
は
、
訴
訟
指
揮
の
一
環
と
し
て
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
裁
量
も
ま
た
、

紛
争
解
決
及
び
正
義
の
実
現
と
い
う
民
事
訴
訟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
以
上
、
結
果
と
し
て
裁
判

を
誤
ら
な
い
以
上
は
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
行
使
し
よ
う
と
も
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
く
、
完
全
に
裁
判

官
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は
解
し
得
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、

（
８
）「

本
釈
明
は
、
そ
の
態
様
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮
に

お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
上
保
護
さ
れ
た
原
告
の
平
等
取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
す

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

（
９
）

　
こ
の
よ
う
に
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
釈
明
権
行
使
の
際
の
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
の
逸
脱
を
認
定
す
る
こ
と
で
、
釈
明
権
の
行

使
を
不
適
法
と
評
価
し
た
の
に
対
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、「
本
件
釈
明
は
、
…
…
そ
れ
が
さ
れ
た
時
期
、
状
況
及
び
そ
の
内
容
か
ら

し
て
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。）

（1
（
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訴
訟
の
経
過
を
知
る
た
め
の
最
も
直
接
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
当
事
者
に
手
続
の
透
明
性
を
確
保
す
る
訴
訟
原
則
で
あ
る

当
事
者
公
開
主
義
を
、
弁
論
準
備
手
続
と
い
う
個
別
の
場
面
に
お
い
て
具
体
化
し
て
い
る
規
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
具
体
化
を
検
討
す
る
た
め
、
釈
明
権
の
行
使
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
双
方
審
尋
主
義
に
言
及
し
た
裁

判
例
で
あ
る
、
神
戸
地
方
裁
判
所
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決
（
判
時
二
三
一
七
号
一
一
一
頁
〔
以
下
、「
神
戸
地
判
平
二
八
年
」

と
呼
ぶ
〕）
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
表
出
す
る
場
面
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、
考
察
を
加
え
た
い
。
こ
こ
で
少
し
踏
み
込
ん
で

紹
介
し
て
お
く
と
、
本
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
別
件
訴
訟（

６
）に

お
け
る
裁
判
官
の
不
法
な
釈
明
権
行
使
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
国
家
賠
償
を
求
め
る
訴
訟

で
あ
り
、
当
該
釈
明
権
行
使
の
態
様
が
問
題
と
な
っ
た
。
別
件
訴
訟
は
、
Ｘ
が
消
費
者
金
融
業
者
Ｙ
を
相
手
方
と
し
て
提
起
し
た
、
い

わ
ゆ
る
過
払
金
返
還
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
Ｙ
が
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
、
こ
れ
を
受
け

て
、
消
滅
時
効
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
が
、
Ｙ
が
一
〇
年
に
わ
た
り
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
を
拒
否
し
続
け
た

継
続
的
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
主
張
し
て
、
こ
の
損
害
の
賠
償
と
し
て
、
同
一
の
金
員
の
支
払
い
を
予
備
的
に
請
求
し
た
。
裁

判
官
Ｒ
は
、
当
事
者
双
方
の
訴
訟
代
理
人
に
対
し
て
、
こ
れ
以
上
主
張
立
証
す
る
こ
と
は
な
い
か
ど
う
か
尋
ね
た
上
で
、
い
っ
た
ん
口

頭
弁
論
を
終
結
し
て
判
決
言
渡
し
期
日
を
指
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
の
訴
訟
代
理
人
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
の
ち
、
法
廷
に
残
っ
て

い
た
Ｙ
の
訴
訟
代
理
人
Ｙ
ａ
に
対
し
て
、
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
も
消
滅
時
効
を
主
張
し
な
い
の
か
ど
う
か
尋
ね
、
主
張
す
る
と
い
う

Ｙ
ａ
の
返
事
を
得
て
か
ら
、
同
日
直
ち
に
、
弁
論
を
再
開
し
た
。
再
開
し
た
弁
論
に
お
い
て
、
Ｙ
ａ
は
、
Ｒ
の
期
日
外
釈
明
に
応
じ
る

形
で
、
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
も
消
滅
時
効
の
援
用
を
し
た
。

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
以
上
の
よ
う
な
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
の
期
日
外
釈
明
の
態
様
を
不
適
法
と
判
示
し
、
Ｘ
に
よ
る
国
家
賠

償
請
求
を
一
部
認
容
し
た
こ
と
か
ら
、
釈
明
権
の
行
き
過
ぎ
た
行
使
に
対
す
る
補
償
の
途
を
開
く
も
の
と
し
て
、
注
目
裁
判
例
と
な
っ
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て
い
る
。

（
７
）

た
だ
し
、
控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
判
平
成
二
八
年
八
月
二
六
日
（
訟
月
六
三
巻
三
号
一
〇
〇
九
頁
）
は
、
判
断
を
覆
し
、
第

一
審
判
決
を
一
部
取
り
消
し
て
、
請
求
全
部
棄
却
の
判
決
を
下
し
た
。
上
告
棄
却
に
よ
り
、
こ
の
控
訴
審
の
請
求
棄
却
判
決
が
確
定
し

て
い
る
。

　
⑶

　
右
に
見
た
裁
判
官
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
の
態
様
は
、
い
か
に
も
不
当
な
印
象
を
受
け
る
も
の
の
、
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
べ
き

か
、
簡
単
に
は
結
論
で
き
な
い
こ
と
が
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
と
そ
の
控
訴
審
判
決
が
真
逆
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま

た
、
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
を
不
適
法
と
評
価
し
た
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
判
決
理
由
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
明
瞭
簡
潔
と
は
言
え
な

い
こ
と
か
ら
も
、
推
察
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
Ｒ
に
よ
る
期
日
外
釈
明
に
つ
い
て
、
期
日
外
釈
明
を
規
定
す
る
「
民
訴
法
一
四
九
条
に
は
、
釈
明
権
の
行

使
の
態
様
を
制
限
す
る
よ
う
な
規
定
は
な
い
か
ら
、
そ
の
態
様
が
同
条
に
直
接
違
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
、
釈
明
権
行
使

の
「
態
様
は
、
訴
訟
指
揮
の
一
環
と
し
て
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
裁
量
も
ま
た
、

紛
争
解
決
及
び
正
義
の
実
現
と
い
う
民
事
訴
訟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
以
上
、
結
果
と
し
て
裁
判

を
誤
ら
な
い
以
上
は
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
行
使
し
よ
う
と
も
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
く
、
完
全
に
裁
判

官
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は
解
し
得
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、

（
８
）「

本
釈
明
は
、
そ
の
態
様
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮
に

お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
上
保
護
さ
れ
た
原
告
の
平
等
取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
す

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

（
９
）

　
こ
の
よ
う
に
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
釈
明
権
行
使
の
際
の
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
の
逸
脱
を
認
定
す
る
こ
と
で
、
釈
明
権
の
行

使
を
不
適
法
と
評
価
し
た
の
に
対
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、「
本
件
釈
明
は
、
…
…
そ
れ
が
さ
れ
た
時
期
、
状
況
及
び
そ
の
内
容
か
ら

し
て
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。）

（1
（
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一
．
法
的
審
尋
請
求
権
の
根
拠

　
⑴

　
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（G

rundgesetz	 fü r	 die	 B
undesrepublik	 D

eutschland
〔
以
下
、「
基

本
法
」
と
略
す
〕）
一
〇
三
条
一
項
が
、「
何
人
も
、
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
、
法
的
な
審
尋
を
請
求
す
る
権
利
（A

nspruch	 auf	

rechtliches	 G
ehö r

）
を
有
す
る
」
と
明
文
で
規
定
し
て
い
る
た
め
、）

（1
（

現
在
で
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の

根
拠
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
一
九
四
九
年
に
基
本
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
当
然
と
し
て
認
め

ら
れ
て
き
た
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
基
本
法
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

　
⑵

　
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
と
し
て
、「
法
治
国
原
理
（R

echtsstaatsprinzip

）」
と
「
人
間
の
尊
厳
（M

enschenw
ü rde

）」
が
挙

げ
ら
れ
る
。）

（1
（

す
な
わ
ち
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
ま
ず
、
一
方
で
、
公
正
な
裁
判
の
基
礎
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
手
続
関
係
人
か
ら
事

情
を
聴
取
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
法
治
国
原
理
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
れ
に
加
え
て
、
手

続
関
係
人
は
、
手
続
の
単
な
る
客
体
と
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
主
体
的
に
手
続
経
過
に
関
与
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
点
が
強
調
さ

れ
、
人
間
の
尊
厳
が
持
ち
出
さ
れ
る
。）

（1
（

現
在
で
は
、
人
間
の
尊
厳
に
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
を
求
め
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。）

（1
（

最
近
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、B

ecker- Eberhard

は
、
二
〇
二
二
年
の
Ｚ
Ｚ
Ｐ
の
論
稿
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
基
本
法
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
は
、
個
人
を
国
家
の
行
為
の
単
な
る
客
体
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
個
人
は
、
自
身
に

影
響
す
る
手
続
に
、
主
体
と
し
て
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
お
よ
び
法
律
上
の
意
見
を
主
張
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
要
す

る
に
、
手
続
の
経
過
お
よ
び
そ
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
裁
判
所
の
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

（1
（

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。B

ecker-Eberhard

は
、
こ
こ
か
ら
一
歩

踏
み
込
ん
で
、
こ
の
考
え
方
の
中
に
、
手
続
関
係
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
手
続
関
係
人
に
法
的
な
審
尋
を
付
与
す
る

こ
と
を
必
要
的
に
要
請
す
る
、「
影
響
原
則
（Einflussnahm

egrundsatz

）」
を
見
出
し
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
と
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
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⑷

　
詳
細
な
考
察
は
本
論
（
第
二
章
）
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
右
に
見
た
通
り
一
見
あ
か
ら
さ
ま
に
問
題
が
あ
り
そ
う
な
裁
判
官
の

釈
明
権
行
使
に
直
面
し
、
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
評
価
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本

稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、以
下
で
は
、ま
ず
、第
一
章
で
、当
事
者
公
開
主
義
と
法
的
審
尋
請
求
権
と
の
関
係
か
ら
、当
事
者
公
開
主
義
の
内
容
、特
に
、

そ
の
要
請
の
原
則
と
例
外
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
、
第
二
章
で
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
と
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
期
日
外
釈
明
（
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
及
び
四
項
）
を
取
り
上
げ
、
新
た
に
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
る
こ
と

で
、
一
四
九
条
を
当
事
者
公
開
主
義
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
を
当
事
者
公
開
主
義
の
枠
組
み
に
お
い
て
再
評

価
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

第
一
章

　
法
的
審
尋
請
求
権
と
当
事
者
公
開
主
義
の
関
係

第
一
節

　法
的
審
尋
請
求
権
（Anspruch auf rechtliches G

ehör

）
の
要
請

　
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
を
参
照
し
つ
つ
、
当
然
の
前
提
と
し
て
、
認
め
ら
れ
て
き

た
。）

（（
（

わ
が
国
で
は
、
周
知
の
と
お
り
、
法
的
審
尋
請
求
権
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
概
念
と
し
て
、「
弁
論
権
」
や
「
双
方
審
尋
主
義
」

と
い
う
概
念
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
整
理
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、）

（1
（

わ
が
国
の
民
事
手
続
法
学
が
、
明
治
二
三
年
の

民
事
訴
訟
法
の
時
代
か
ら
参
照
し
て
き
て
い
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
法
的
審
尋
請
求
権
の
概
念
を
手
が
か
り
に
、
当
事
者
公
開
主
義
と

の
関
係
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
、
最
新
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
論
稿）

（1
（

を
手
が
か
り
に
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
に
従
来
よ

り
も
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障
内
容
の
理
解
を
精
緻
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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一
．
法
的
審
尋
請
求
権
の
根
拠

　
⑴

　
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（G

rundgesetz	 fü r	 die	 B
undesrepublik	 D

eutschland

〔
以
下
、「
基

本
法
」
と
略
す
〕）
一
〇
三
条
一
項
が
、「
何
人
も
、
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
、
法
的
な
審
尋
を
請
求
す
る
権
利
（A

nspruch	 auf	

rechtliches	 G
ehö r

）
を
有
す
る
」
と
明
文
で
規
定
し
て
い
る
た
め
、）

（1
（

現
在
で
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の

根
拠
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
一
九
四
九
年
に
基
本
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
当
然
と
し
て
認
め

ら
れ
て
き
た
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
基
本
法
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

　
⑵

　
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
と
し
て
、「
法
治
国
原
理
（R

echtsstaatsprinzip

）」
と
「
人
間
の
尊
厳
（M

enschenw
ü rde

）」
が
挙

げ
ら
れ
る
。）

（1
（

す
な
わ
ち
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
ま
ず
、
一
方
で
、
公
正
な
裁
判
の
基
礎
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
手
続
関
係
人
か
ら
事

情
を
聴
取
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
法
治
国
原
理
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
れ
に
加
え
て
、
手

続
関
係
人
は
、
手
続
の
単
な
る
客
体
と
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
主
体
的
に
手
続
経
過
に
関
与
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
点
が
強
調
さ

れ
、
人
間
の
尊
厳
が
持
ち
出
さ
れ
る
。）

（1
（

現
在
で
は
、
人
間
の
尊
厳
に
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
を
求
め
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。）

（1
（

最
近
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、B

ecker- Eberhard
は
、
二
〇
二
二
年
の
Ｚ
Ｚ
Ｐ
の
論
稿
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
基
本
法
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
は
、
個
人
を
国
家
の
行
為
の
単
な
る
客
体
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
個
人
は
、
自
身
に

影
響
す
る
手
続
に
、
主
体
と
し
て
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
お
よ
び
法
律
上
の
意
見
を
主
張
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
要
す

る
に
、
手
続
の
経
過
お
よ
び
そ
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
裁
判
所
の
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

（1
（

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。B

ecker-Eberhard

は
、
こ
こ
か
ら
一
歩

踏
み
込
ん
で
、
こ
の
考
え
方
の
中
に
、
手
続
関
係
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
手
続
関
係
人
に
法
的
な
審
尋
を
付
与
す
る

こ
と
を
必
要
的
に
要
請
す
る
、「
影
響
原
則
（Einflussnahm

egrundsatz

）」
を
見
出
し
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
と
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
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こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
内
容
に
加
え
て
、
上
に
見
たB

ecker- Eberhard

は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
め
ぐ
る
近
年
の
変
化
と
し
て
、「
影

響
（Einflussnahm

e

）」
と
い
う
さ
ら
な
る
観
点
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、手
続
主
体
と
し
て
審
尋
を
受
け
、

そ
れ
に
よ
っ
て
手
続
お
よ
び
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
点
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
持
ち
込
ま
れ
て
い

る
と
の
分
析
で
あ
る
。）

11
（

「
影
響
」
の
観
点
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
と
し
て
、「
何
に
つ
い
て
」
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
と
、「
手
続
経
過
お
よ
び
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
、
ま
た
は
、
影
響
を
与
え
う
る
、
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
」
意
見
を
述

べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
形
で
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。）

11
）（
11
（

　
⑵

　
個
々
の
手
続
法
は
、
こ
う
し
た
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
、
基
本
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
お
り
、）

11
（

基
本

法
一
〇
三
条
一
項
は
、
法
的
審
尋
の
「
最
小
限
の
保
障
（M

inim
algarantie

）」
と
し
て
機
能
す
る
。）

1（
（

し
た
が
っ
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
を

具
体
化
す
る
手
続
法
上
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
最
も
よ
く
（bestm

ö glich

）
実
現
す
る
よ
う
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
法
は
、
基
本
法
の
要
請
を
超
え
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。）

11
（

手
続
法
が
法
的
審
尋
請
求
権
を
、
ま
っ
た
く
、

ま
た
は
不
十
分
に
し
か
具
体
化
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
欠
缺
の
範
囲
で
、
基
本
法
が
直
接
適
用
さ
れ
る
。）

11
（

ま
た
、
法
的
審
尋
請
求

権
を
具
体
化
し
た
手
続
法
上
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
手
続
法
違
反
と
同
時
に
、
基
本
法
違
反
が
問
題
と
な
る
余
地
が
あ
る
。）

11
（

　
民
事
訴
訟
法
（Zivilprozessordnung

、以
下
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
」
と
略
す
）
に
は
、法
的
審
尋
請
求
権
を
直
接
規
定
す
る
条
文
は
な
い
も
の
の
、

必
要
的
口
頭
弁
論
の
規
定
な
ど
か
ら
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
当
然
の
前
提
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

ま
た
、

法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
個
別
の
規
定
と
し
て
は
、
証
拠
弁
論
（B

ew
eisverhandlung

）
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五

条）
11
（

や
、
証
拠
調
べ
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条）

11
（

を
中
核
と
し
た
、
当
事
者
公
開
主
義
（Parteiö ffentlichkeit

）

の
諸
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
、
当
事
者
公
開
主
義
を
規
定
す
る
一
連
の
規
定）

11
（

は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
法
的

審
尋
請
求
権
の
具
体
化
を
担
う
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
主
に
、
当
事
者
公
開
主
義
を
扱
う
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
、H

ö ffm
ann

）
11
（
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重
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
「
影
響
原
則
」
か
ら
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
引
き
出
さ
れ
る
と
論
じ
る
。）

11
（

　
⑶

　
な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
を
め
ぐ
る
議
論
が
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
一
方
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
時
代
か
ら
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
言
及
す
る
判
決
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
、）

1（
（

そ
も
そ
も
、
法
的
審
尋
請

求
権
を
当
然
の
前
提
と
見
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、法
的
審
尋
請
求
権
が
基
本
法
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
、

歴
史
の
要
請
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。）

11
（

二
．
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
と
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
そ
の
具
体
化

　
⑴

　
基
本
法
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
つ
い
て
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
内
容
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
手
続
に
通
用
す
る
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
法
に
お
け
る
具
体
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。）

11
（

　
判
例
お
よ
び
学
説
で
は
、
一
般
に
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
裁
判
手
続
の
当
事
者
が
、
自
身
に
裁
判
が
下
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
裁
判

が
基
礎
と
す
る
事
実
関
係
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
内
容
を

有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

ま
た
、こ
う
し
た
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
は
、さ
ら
に
、次
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階
に
展
開
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
的
審
尋
請
求
権
は
、
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
者
（B

etroffene

）
は
裁
判
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
お
よ

び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
（
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
よ
っ
て
直
接
表

現
さ
れ
る
内
容
・
第
二
の
段
階
）、
そ
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
呼
出
し
を
受
け
た
り
、
情
報
を
与
え
ら
れ
た
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
（
第
一
の
段
階
）、
さ
ら
に
、
陳
述
し
た
意
見
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
の
段
階
）、
と
の

内
容
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
法
の
見
解
は
、
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
い
て
も
、
明
治
二
三
年
の
民

事
訴
訟
法
の
時
代
か
ら
紹
介
さ
れ
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
通
用
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。）

11
（

論　　説
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こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
内
容
に
加
え
て
、
上
に
見
たB

ecker- Eberhard

は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
め
ぐ
る
近
年
の
変
化
と
し
て
、「
影

響
（Einflussnahm

e

）」
と
い
う
さ
ら
な
る
観
点
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、手
続
主
体
と
し
て
審
尋
を
受
け
、

そ
れ
に
よ
っ
て
手
続
お
よ
び
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
点
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
持
ち
込
ま
れ
て
い

る
と
の
分
析
で
あ
る
。）

11
（

「
影
響
」
の
観
点
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
と
し
て
、「
何
に
つ
い
て
」
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
と
、「
手
続
経
過
お
よ
び
裁
判
に
影
響
を
与
え
る
、
ま
た
は
、
影
響
を
与
え
う
る
、
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
」
意
見
を
述

べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
形
で
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。）

11
）（
11
（

　
⑵

　
個
々
の
手
続
法
は
、
こ
う
し
た
法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
、
基
本
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
お
り
、）

11
（

基
本

法
一
〇
三
条
一
項
は
、
法
的
審
尋
の
「
最
小
限
の
保
障
（M

inim
algarantie

）」
と
し
て
機
能
す
る
。）

1（
（

し
た
が
っ
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
を

具
体
化
す
る
手
続
法
上
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
最
も
よ
く
（bestm

ö glich

）
実
現
す
る
よ
う
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
法
は
、
基
本
法
の
要
請
を
超
え
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。）

11
（

手
続
法
が
法
的
審
尋
請
求
権
を
、
ま
っ
た
く
、

ま
た
は
不
十
分
に
し
か
具
体
化
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
欠
缺
の
範
囲
で
、
基
本
法
が
直
接
適
用
さ
れ
る
。）

11
（

ま
た
、
法
的
審
尋
請
求

権
を
具
体
化
し
た
手
続
法
上
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
手
続
法
違
反
と
同
時
に
、
基
本
法
違
反
が
問
題
と
な
る
余
地
が
あ
る
。）

11
（

　
民
事
訴
訟
法
（Zivilprozessordnung

、以
下
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
」
と
略
す
）
に
は
、法
的
審
尋
請
求
権
を
直
接
規
定
す
る
条
文
は
な
い
も
の
の
、

必
要
的
口
頭
弁
論
の
規
定
な
ど
か
ら
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
当
然
の
前
提
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

ま
た
、

法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
個
別
の
規
定
と
し
て
は
、
証
拠
弁
論
（B

ew
eisverhandlung

）
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五

条）
11
（

や
、
証
拠
調
べ
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条）

11
（

を
中
核
と
し
た
、
当
事
者
公
開
主
義
（Parteiö ffentlichkeit

）

の
諸
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
、
当
事
者
公
開
主
義
を
規
定
す
る
一
連
の
規
定）

11
（

は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
法
的

審
尋
請
求
権
の
具
体
化
を
担
う
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
主
に
、
当
事
者
公
開
主
義
を
扱
う
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
、H

ö ffm
ann

）
11
（
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実
質
的
に
擁
護
す
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し
て
い
る
。
山
木
戸
博
士
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
立
会
権
お
よ
び
記
録
閲
覧
権
を
保
障
す
る

建
前
は
当
事
者
公
開
主
義
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
が
裁
判
所
や
相
手
方
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
お
よ
び
証
人
・
鑑
定
人
の
供
述

に
つ
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
が
弁
論
を
尽
く
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、
弁
論
権

の
充
分
な
保
障
を
裏
づ
け
る
。）

11
（

ま
た
、
近
時
の
体
系
書
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、「
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
が
攻
撃
防
御
を

尽
く
す
た
め
に
は
、
相
手
方
や
裁
判
所
の
行
為
を
含
む
審
理
の
状
況
や
訴
訟
資
料
の
内
容
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
当
事
者
が
知
り
、
手
続
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
双
方
審
尋
主
義
を
実
質
化
す

る
た
め
の
原
則
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。）

11
（

　
⑵

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
参
照
し
て
き
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
訴
訟
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
公
開

主
義
は
、
当
事
者
の
立
会
権
や
記
録
閲
覧
権
、
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
等
の
個
々
の
手
続
上
の
権
利
（
当
事
者
権
）
を
含
ん
で

い
る
と
こ
ろ
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
保
障
す
る
当
事
者
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
、
手
続
の
個
別
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
組
み
合
わ
せ
て
、
可
能
な
限
り
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
十
分

に
よ
く
実
現
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）

11
（

二
．
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外

　
⑴

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
事
者
公
開
主
義
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
実
現
を
目
標
と
し
て
、
当
事
者
に
立
会
権
や
記
録
閲
覧

権
、
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
と
い
っ
た
訴
訟
上
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
前
提
を
確
保
す
る
手
続

原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
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やSpä th

（
（4
（

が
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
最
新
の
法
的
審
尋
請
求
権
の
論
稿
で
あ
るB

ecker-

Eberhard

の
論
稿
で
も
、
こ
れ
が
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。）

1（
（

第
二
節

　当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外

一
．
法
的
審
尋
請
求
権
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
具
体
化
と
し
て
の
当
事
者
公
開
主
義

　
⑴

　
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
も
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
も
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
直
接
要
請

す
る
条
文
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
必
要
的
口
頭
弁
論
な
ど
、
種
々
の
具
体
的
な
法
制
度
や
条
文
に
よ
り
、
当
事
者
の
審
尋
が
当
然
の

前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
で
は
、
右
に
見
た
通
り
、
証
拠
調
べ
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
を
中
核
と
し
た
当

事
者
公
開
主
義
が
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国

の
民
事
訴
訟
法
に
は
、
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
と
は
異
な
り
、
立
会
権
を
一
般
的
に
保
障
す
る
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
に
対
応

す
る
条
文
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
山
木
戸
克
己
博
士
が
一
九
五
九
年
の
論
文
で
ド
イ
ツ
法
と
異
な
る
と
こ

ろ
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。）

11
（

高
橋
宏
志
教
授
は
、同
様
に
述
べ
た
上
で
、当
事
者
の
期
日
へ
の
呼
出
し
の
規
定
（
民
訴
法
九
四
条
）
に
、

立
会
権
の
保
障
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。）

11
（

こ
れ
に
加
え
て
、
現
在
で
は
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
立
会

権
を
保
障
す
る
民
訴
法
一
六
九
条
一
項
が
あ
る
こ
と
か
ら
、通
常
の
手
続
に
お
い
て
も
当
事
者
に
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
当
事
者
公
開
主
義
は
、
証
拠
調
べ
へ
の
立
会
権
を
中
核
に
、
記
録
閲
覧
権
や
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
等
の
当
事
者
権
を
保
障

す
る
こ
と
で
、
当
事
者
が
、
自
ら
に
下
さ
れ
る
裁
判
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
や
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
権
利
を
、
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実
質
的
に
擁
護
す
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し
て
い
る
。
山
木
戸
博
士
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
立
会
権
お
よ
び
記
録
閲
覧
権
を
保
障
す
る

建
前
は
当
事
者
公
開
主
義
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
が
裁
判
所
や
相
手
方
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
お
よ
び
証
人
・
鑑
定
人
の
供
述

に
つ
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
が
弁
論
を
尽
く
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、
弁
論
権

の
充
分
な
保
障
を
裏
づ
け
る
。）

11
（

ま
た
、
近
時
の
体
系
書
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、「
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
が
攻
撃
防
御
を

尽
く
す
た
め
に
は
、
相
手
方
や
裁
判
所
の
行
為
を
含
む
審
理
の
状
況
や
訴
訟
資
料
の
内
容
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
当
事
者
が
知
り
、
手
続
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
双
方
審
尋
主
義
を
実
質
化
す

る
た
め
の
原
則
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。）

11
（

　
⑵

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
参
照
し
て
き
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
訴
訟
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
公
開

主
義
は
、
当
事
者
の
立
会
権
や
記
録
閲
覧
権
、
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
等
の
個
々
の
手
続
上
の
権
利
（
当
事
者
権
）
を
含
ん
で

い
る
と
こ
ろ
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
保
障
す
る
当
事
者
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
に
、
手
続
の
個
別
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
組
み
合
わ
せ
て
、
可
能
な
限
り
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
十
分

に
よ
く
実
現
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）

11
（

二
．
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外

　
⑴

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
事
者
公
開
主
義
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
実
現
を
目
標
と
し
て
、
当
事
者
に
立
会
権
や
記
録
閲
覧

権
、
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
と
い
っ
た
訴
訟
上
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
前
提
を
確
保
す
る
手
続

原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
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を
滞
り
な
く
実
施
す
る
た
め
と
い
う
実
際
上
の
理
由
か
ら
、当
事
者
の
立
会
権
が
制
限
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
実
験
や
検
査
の
場
合
に
は
、

調
査
の
経
過
が
定
型
的
で
あ
り
、
鑑
定
意
見
書
を
閲
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
内
容
の
正
当
性
が
後
付
け
可
能
で
あ
る
こ
と
も
重
要

な
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
立
会
権
の
制
限
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
故
現
場
や
瑕
疵
あ
る
建
築
物
の
検
証
な
ど
の
場

合
に
は
、
当
事
者
が
現
場
に
立
ち
会
い
、
調
査
す
べ
き
箇
所
を
指
摘
し
た
り
、
調
査
の
手
法
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
調
査
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
実
際
上
の
理
由
に
よ
っ
て
当
事
者
の
立
会
権
を
排
除

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
⑵

　
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
の
関
係
は
、
厳
格
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と

に
何
ら
障
り
が
な
く
、
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
を
正
当
化
す
る
事
由
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
を
訴
訟
手
続
か
ら

排
斥
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
事
後
的
な
情
報
付
与
と
意
見
陳
述
の
機
会
を
保
障
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
と
評
価
さ
れ
る
。

　
当
事
者
公
開
主
義
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
立
会
権
の
付
与
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
立
会
権
を
付
与
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
そ
の

場
で
反
論
や
質
問
を
す
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
が
、も
っ
と
も
直
接
的
に
当
事
者
公
開
を
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

手
続
経
過
に
直
接
立
ち
会
う
こ
と
が
、
後
か
ら
事
情
を
伝
え
ら
れ
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
比
べ
て
、
よ
り
よ
く
手
続
経
過
お
よ
び
そ

の
結
果
で
あ
る
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
点
も
、
原
則
と
し
て
立
会
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
裏
付
け
る
。）

11
（

こ
の
こ
と
は
、右
に
見
た
よ
う
に
、ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
近
時
の
論
文
が
、法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
「
影

響
」
の
観
点
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
（
本
章
第
一
節
）。

　
⑶

　
以
上
に
整
理
さ
れ
た
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障
内
容
を
、
具
体
的
な
場
面
で
展
開
し
分
析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
詳
細
に
解
明
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
続
く
第
二
章
で
、
序
章
で
紹
介
し
た
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
関
係
に
考
察
を
加
え
る
こ

と
と
す
る
。
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ま
ず
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
当
事
者
は
、
手
続
経
過
に
立
ち
会
い
、
そ
の
上
で
、
意
見
を
述
べ
た
り
、
質
問
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
経
過
に
直

接
か
つ
最
も
よ
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
当
事
者
へ
の
立
会
権
の
付
与
こ
そ
が
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
前
提
と
し
て
の

当
事
者
公
開
を
、
最
も
直
接
的
に
確
保
す
る
方
式
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
立
会
権
が
保
障
で
き
な
い
場
面
で
は
、
た
と
え
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
然
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
公
開
の
保
障
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
例
外
と
し
て
、
当
事
者
に
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
を
保
障
す
る

こ
と
で
、
可
能
な
限
り
、
当
事
者
公
開
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

　
次
に
、
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
が
、
例
外
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
事
案
類
型
に
限

ら
れ
る
。）

11
（

　
第
一
に
、
当
事
者
へ
の
立
会
権
の
付
与
が
、
他
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
立
会
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の

限
り
で
、
当
事
者
公
開
主
義
が
後
退
す
る
。
こ
の
事
案
類
型
が
念
頭
に
置
く
の
は
、
た
と
え
ば
、
身
体
検
査
へ
の
立
会
い
を
認
め
る
こ

と
で
人
格
権
へ
の
侵
害
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
事
実
関
係
を
容
易
に
改
変
で
き
る
事
案
類
型
に
お
い
て
は
、
真
実
発
見
の
た
め
に
、
当
事
者
へ
の
事
前
の
通
知
が
排
除
さ

れ
、
結
果
と
し
て
、
立
会
権
が
保
障
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
騒
音
測
定
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
や
、
賃
借
人
が
無
断
で
動
物
を

飼
育
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
が
、
こ
の
類
型
に
該
当
す
る
。

　
最
後
に
、
調
査
の
性
質
か
ら
、
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
事
案
類
型
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
銃
火
器

や
車
両
の
性
能
実
験
や
、
血
液
検
査
な
ど
、
実
験
に
危
険
が
伴
う
場
合
や
、
検
査
に
静
謐
な
環
境
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
調
査

論　　説

26（熊本法学157号 ’23） （熊本法学157号 ’23）



を
滞
り
な
く
実
施
す
る
た
め
と
い
う
実
際
上
の
理
由
か
ら
、当
事
者
の
立
会
権
が
制
限
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
実
験
や
検
査
の
場
合
に
は
、

調
査
の
経
過
が
定
型
的
で
あ
り
、
鑑
定
意
見
書
を
閲
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
内
容
の
正
当
性
が
後
付
け
可
能
で
あ
る
こ
と
も
重
要

な
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
立
会
権
の
制
限
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
故
現
場
や
瑕
疵
あ
る
建
築
物
の
検
証
な
ど
の
場

合
に
は
、
当
事
者
が
現
場
に
立
ち
会
い
、
調
査
す
べ
き
箇
所
を
指
摘
し
た
り
、
調
査
の
手
法
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
調
査
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
実
際
上
の
理
由
に
よ
っ
て
当
事
者
の
立
会
権
を
排
除

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
⑵

　
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
の
関
係
は
、
厳
格
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と

に
何
ら
障
り
が
な
く
、
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
を
正
当
化
す
る
事
由
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
を
訴
訟
手
続
か
ら

排
斥
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
事
後
的
な
情
報
付
与
と
意
見
陳
述
の
機
会
を
保
障
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
と
評
価
さ
れ
る
。

　
当
事
者
公
開
主
義
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
立
会
権
の
付
与
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
立
会
権
を
付
与
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
そ
の

場
で
反
論
や
質
問
を
す
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
が
、も
っ
と
も
直
接
的
に
当
事
者
公
開
を
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

手
続
経
過
に
直
接
立
ち
会
う
こ
と
が
、
後
か
ら
事
情
を
伝
え
ら
れ
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
比
べ
て
、
よ
り
よ
く
手
続
経
過
お
よ
び
そ

の
結
果
で
あ
る
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
点
も
、
原
則
と
し
て
立
会
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
裏
付
け
る
。）

11
（

こ
の
こ
と
は
、右
に
見
た
よ
う
に
、ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
近
時
の
論
文
が
、法
的
審
尋
請
求
権
の
内
容
に
「
影

響
」
の
観
点
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
（
本
章
第
一
節
）。

　
⑶

　
以
上
に
整
理
さ
れ
た
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障
内
容
を
、
具
体
的
な
場
面
で
展
開
し
分
析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
詳
細
に
解
明
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
続
く
第
二
章
で
、
序
章
で
紹
介
し
た
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
関
係
に
考
察
を
加
え
る
こ

と
と
す
る
。
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的
な
立
場
を
と
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
上
、
釈
明
の
行
き
過
ぎ
は
、
構
造
上
、
他
の
手
続
上
の
瑕
疵
と
は
異
な
り
、
上
訴
に
よ
る
是
正

が
困
難
な
こ
と
か
ら
、
消
滅
時
効
の
釈
明
が
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
場
合
の
救
済
が
探
求
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
直
面
し

て
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
国
家
賠
償
請
求
を
一
部
認
容
し
た
こ
と
は
注
目
を
集
め
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
道
―
―
事
後
的
な
金
銭
的
補

償
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
―
―
を
示
し
た
こ
と
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
他
方
で
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
、
直
接
、
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
と
評
価
せ
ず
、
当
事
者
の

平
等
取
扱
い
違
反
の
点
で
裁
量
権
を
逸
脱
し
た
違
法
が
あ
る
と
構
成
し
た
点
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
を
平
等

に
取
り
扱
う
べ
き
と
の
要
請
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
妥
当
す
べ
き
と
解
し
、
一
四
九
条
の
枠
組
み
で
、
同
様
の
結

論
を
導
く
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
⑶

　
本
稿
で
は
、
こ
の
裁
判
例
に
、
新
た
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
た
い
。

　
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
ま
ず
、
分
析
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
の
内
容
を
整
理
す

る
。
す
な
わ
ち
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
事
実
認
定
に
基
づ
き
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
詳
ら
か
に
し
た
上

で
（
一
）、
こ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
に
対
す
る
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
評
価
を
分
析
す
る
（
二
）。

　
続
い
て
、
第
二
節
で
、
期
日
外
釈
明
の
意
義
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
解
明
し
、
最
後
に
、
第
三
節
で
、
以
上
の
考
察
を

基
礎
と
し
た
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
再
評
価
を
試
み
る
。

一
．
別
件
訴
訟
の
事
案
の
概
要
と
判
決

　
⑴

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
判
決
に
別
紙
を
添
付
し
て
、
こ
の
別
紙
記
載
の
中
で
、
問
題
の
釈
明
権
が
行
使
さ
れ
た
際
の
や
り
と

り
を
詳
細
に
認
定
し
て
い
る
。）

11
（

29 （熊本法学157号 ’23）

民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに

第
二
章	

個
別
の
場
面
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
具
体
化

第
一
節

　神
戸
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決

　
⑴

　
神
戸
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決）

11
（

は
、
別
件
訴
訟）

1（
（

に
お
け
る
裁
判
官
の
違
法
な
釈
明
権
行
使
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た

と
主
張
す
る
原
告
Ｘ
に
よ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
あ
る
。）

11
（

　
Ｘ
は
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
三
日
、
貸
金
業
を
営
む
会
社
Ｙ
を
被
告
と
し
て
、
平
成
一
三
年
六
月
二
〇
日
ま
で
の
継
続
的
金
銭
消

費
貸
借
取
引
に
よ
る
過
払
金
３
８
万
５
５
７
４
円
の
支
払
い
等
を
求
め
る
訴
え
を
、
洲
本
簡
易
裁
判
所
に
提
起
し
た
（
別
件
訴
訟
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
消
滅
時
効
を
援
用
し
た
た
め
、
Ｘ
は
、
時
効
完
成
に
よ
る
損
害
は
、
Ｙ
が
取
引
履
歴
の
開
示
を
一
〇
年
間
拒
み

続
け
た
継
続
的
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
主
張
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
同
一
の
金
員
の
支
払
い
を
求
め
る
予
備
的

請
求
を
追
加
し
た
。

　
別
件
訴
訟
の
審
理
を
担
当
し
た
裁
判
官
Ｒ
は
、
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
、
口
頭
弁
論
を
終
結
し
た
が
、
原
告
訴
訟
代
理
人
Ｘ
ａ
が

退
廷
し
て
か
ら
、
法
廷
に
残
っ
て
い
た
被
告
訴
訟
代
理
人
Ｙ
ａ
に
対
し
て
、
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
釈
明
権
を

行
使
し
た
。
釈
明
を
受
け
た
Ｙ
は
、
こ
の
直
後
に
再
開
さ
れ
た
口
頭
弁
論
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
消
滅
を
援
用
し
た
。
本
件
訴

訟
で
は
、
こ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
当
事
者
の
平
等
取
扱
い
の
観
点
か
ら
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
消
滅
時
効
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
釈
明
権
行

使
の
態
様
に
、
裁
量
を
超
え
た
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
国
家
賠
償
請
求
の
う
ち
、
Ｘ
の
精
神
的
苦
痛
を
慰
藉
す
る
た
め
５
万

円
と
、
弁
護
士
費
用
の
１
割
に
相
当
す
る
５
千
円
の
限
り
で
請
求
を
認
容
す
る
、
請
求
一
部
認
容
判
決
を
下
し
た
。

　
⑵

　
消
滅
時
効
の
援
用
を
促
す
釈
明
に
対
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り
、
従
来
、
判
例
も
学
説
も
、
裁
判
官
の
中
立
性
に
鑑
み
て
消
極

論　　説
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的
な
立
場
を
と
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
上
、
釈
明
の
行
き
過
ぎ
は
、
構
造
上
、
他
の
手
続
上
の
瑕
疵
と
は
異
な
り
、
上
訴
に
よ
る
是
正

が
困
難
な
こ
と
か
ら
、
消
滅
時
効
の
釈
明
が
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
場
合
の
救
済
が
探
求
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
直
面
し

て
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
国
家
賠
償
請
求
を
一
部
認
容
し
た
こ
と
は
注
目
を
集
め
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
道
―
―
事
後
的
な
金
銭
的
補

償
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
―
―
を
示
し
た
こ
と
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
他
方
で
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
、
直
接
、
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
と
評
価
せ
ず
、
当
事
者
の

平
等
取
扱
い
違
反
の
点
で
裁
量
権
を
逸
脱
し
た
違
法
が
あ
る
と
構
成
し
た
点
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
を
平
等

に
取
り
扱
う
べ
き
と
の
要
請
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
妥
当
す
べ
き
と
解
し
、
一
四
九
条
の
枠
組
み
で
、
同
様
の
結

論
を
導
く
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
⑶

　
本
稿
で
は
、
こ
の
裁
判
例
に
、
新
た
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
た
い
。

　
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
ま
ず
、
分
析
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
の
内
容
を
整
理
す

る
。
す
な
わ
ち
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
事
実
認
定
に
基
づ
き
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
詳
ら
か
に
し
た
上

で
（
一
）、
こ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
に
対
す
る
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
評
価
を
分
析
す
る
（
二
）。

　
続
い
て
、
第
二
節
で
、
期
日
外
釈
明
の
意
義
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
解
明
し
、
最
後
に
、
第
三
節
で
、
以
上
の
考
察
を

基
礎
と
し
た
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
再
評
価
を
試
み
る
。

一
．
別
件
訴
訟
の
事
案
の
概
要
と
判
決

　
⑴

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
判
決
に
別
紙
を
添
付
し
て
、
こ
の
別
紙
記
載
の
中
で
、
問
題
の
釈
明
権
が
行
使
さ
れ
た
際
の
や
り
と

り
を
詳
細
に
認
定
し
て
い
る
。）

11
（
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不
法
行
為
の
時
期
及
び
継
続
性
の
点
に
お
い
て
弁
論
再
開
と
抗
弁
の
必
要
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
職
権
で
の
弁
論
再
開
を
求
め
た
。）

1（
（

　
Ｒ
は
、
書
記
官
に
指
示
し
て
、
Ｘ
ａ
の
都
合
を
電
話
で
確
認
し
、
第
三
回
口
頭
弁
論
を
同
日
午
後
三
時
五
分
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

Ｒ
の
主
観
に
よ
れ
ば
、
Ｒ
は
、
退
廷
し
、
執
務
室
に
戻
っ
た
後
、
Ｙ
ａ
の
申
出
に
つ
い
て
検
討
し
、
弁
論
を
再
開
す
る
旨
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。）

11
（

た
だ
し
、
第
二
回
口
頭
弁
論
の
開
廷
は
、
右
に
見
た
通
り
、
午
後
二
時
三
〇
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
二
回
口
頭
弁
論
の

閉
廷
か
ら
第
三
回
口
頭
弁
論
の
開
廷
ま
で
は
三
〇
分
程
度
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年

の
控
訴
審
も
、「
Ｒ
が
も
と
も
と
本
件
釈
明
を
予
定
し
な
が
ら
口
頭
弁
論
を
終
結
し
、
Ｘ
ａ
が
い
な
い
場
所
で
本
件
釈
明
を
行
っ
て
Ｙ
ａ

を
説
得
し
て
弁
論
再
開
の
申
立
て
を
さ
せ
た
も
の
と
の
疑
い
を
持
つ
こ
と
は
理
由
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。）

11
（

　
同
日
午
後
三
時
五
分
に
開
か
れ
た
第
三
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
Ｙ
ａ
は
、
Ｘ
の
予
備
的
主
張
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
予
備
的

に
消
滅
時
効
の
援
用
を
す
る
と
述
べ
、
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
ａ
は
、
Ｙ
の
主
張
が
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
で
あ
る
旨
主
張
し
た
。

Ｒ
は
、
別
件
訴
訟
を
弁
論
準
備
手
続
に
付
し
て
次
回
期
日
を
指
定
し
、
第
三
回
口
頭
弁
論
は
閉
廷
し
た
。）

11
（

　
⑵

　
以
上
の
経
緯
を
経
て
、
Ｒ
は
、
平
成
二
四
年
七
月
一
〇
日
、
Ｘ
の
主
位
的
請
求
お
よ
び
予
備
的
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
判

決
を
下
し
た
。
予
備
的
請
求
で
あ
る
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
す
る
理
由
と
し
て
は
、
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
後
、
開
示
に
必
要
な
相
当

期
間
が
経
過
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
不
法
行
為
が
成
立
し
、
Ｘ
主
張
の
一
〇
年
間
に
わ
た
る
取
引
履
歴
不
開
示
の
請
求
原
因
事

実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
説
示
さ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
Ｒ
が
Ｙ
に
釈
明
し
、
Ｙ
が
主
張
し
た
時
効
消
滅
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
控
訴
し
た
も
の
の
、
平
成
二
五
年
三
月
一
二
日
、
控
訴
棄
却
判
決
が
下
さ
れ
た
。）

11
（

控
訴
審
判
決
は
、
理
由
に

お
い
て
、
Ｘ
の
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
、
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
後
、
開
示
に
必
要
な
相
当
期
間
経
過
後
に
不
法
行
為
が
成
立
し
、
そ

の
時
点
で
発
生
し
た
Ｘ
主
張
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
の
後
、
Ｘ
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
っ
た
と
き
か
ら
三
年
の
経
過
に
よ
り
、

時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
説
示
し
て
お
り
、
第
一
審
判
決
と
は
異
な
り
、
釈
明
を
受
け
て
Ｙ
が
主
張
し
た
消
滅
時
効
の
抗
弁
を
容
れ
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
別
件
訴
訟
の
第
二
回
口
頭
弁
論
期
日
は
、
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
午
後
二
時
三
〇
分
に
開
か
れ
、
同
期
日
で
は
、

取
引
履
歴
の
開
示
請
求
を
め
ぐ
っ
て
弁
論
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
、
Ｘ
ａ
が
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
、
Ｙ
に
対
し
て
送

付
し
た
債
権
調
査
票
に
よ
れ
ば
、
取
引
履
歴
の
開
示
を
請
求
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
旨
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
Ｘ
が

主
張
す
る
、
一
〇
年
近
く
も
の
間
に
及
ぶ
取
引
経
過
の
開
示
の
拒
絶
行
為
も
、
過
払
金
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
な
ら
し
め
た
事
実

も
な
い
、
過
払
金
返
還
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
Ｘ
自
身
の
不
作
為
に
起
因
す
る
か
ら
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
旨
主
張

し
た
。
Ｒ
は
、
当
事
者
双
方
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
証
を
取
り
調
べ
た
の
ち
、
弁
論
を
終
結
し
、
判
決
言
渡
し
期
日
を
指
定
し
た
。
な
お
、

Ｒ
は
、
弁
論
を
終
結
す
る
際
、
当
事
者
双
方
の
訴
訟
代
理
人
に
対
し
て
、
こ
れ
以
上
の
主
張
立
証
が
あ
る
か
を
聞
き
、
両
代
理
人
は
、

な
い
と
返
答
し
て
い
る
。）

11
（

　
同
期
日
が
閉
廷
し
、
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
後
、
Ｒ
は
、
法
廷
に
残
っ
て
い
た
Ｙ
ａ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効

の
抗
弁
を
主
張
す
る
か
確
認
し
た
。）

11
（

Ｙ
ａ
が
、
不
法
行
為
の
時
期
が
明
確
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
た
め
、
Ｒ
は
、
不
法
行

為
の
時
期
は
、
Ｘ
ａ
が
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
を
し
、
Ｙ
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
と
答
え
た
。）

11
（

こ
の
釈
明
権
は
、
Ｒ
の
主

観
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
が
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
消
滅
時
効
の
抗
弁
を
主
張
す
る
一
方
で
、
後
日
追
加
さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求
権

に
つ
い
て
は
、
同
抗
弁
を
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
Ｙ
の
第
二
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
け
る
主
張
の
趣
旨
が
、
取
引
履
歴
開
示

請
求
の
時
点
ま
で
に
発
生
し
て
い
た
過
払
金
返
還
請
求
権
と
の
関
係
お
よ
び
、
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
Ｙ
が
し
て
い
た
消
滅
時

効
の
主
張
と
の
関
係
か
ら
不
明
確
で
あ
る
と
考
え
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
た
。）

11
（

な
お
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、

判
決
理
由
の
中
で
、
別
紙
記
載
の
客
観
的
な
事
実
経
過
に
争
い
は
な
い
が
、
Ｒ
の
主
観
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。）

11
（

　
こ
の
後
、
Ｙ
ａ
は
、「
弁
論
終
結
後
、
Ｒ
か
ら
時
効
の
抗
弁
が
な
い
こ
と
に
つ
き
確
認
を
求
め
ら
れ
た
。
Ｘ
の
予
備
的
主
張
で
あ
る

論　　説
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不
法
行
為
の
時
期
及
び
継
続
性
の
点
に
お
い
て
弁
論
再
開
と
抗
弁
の
必
要
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、
職
権
で
の
弁
論
再
開
を
求
め
た
。）

1（
（

　
Ｒ
は
、
書
記
官
に
指
示
し
て
、
Ｘ
ａ
の
都
合
を
電
話
で
確
認
し
、
第
三
回
口
頭
弁
論
を
同
日
午
後
三
時
五
分
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

Ｒ
の
主
観
に
よ
れ
ば
、
Ｒ
は
、
退
廷
し
、
執
務
室
に
戻
っ
た
後
、
Ｙ
ａ
の
申
出
に
つ
い
て
検
討
し
、
弁
論
を
再
開
す
る
旨
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。）

11
（

た
だ
し
、
第
二
回
口
頭
弁
論
の
開
廷
は
、
右
に
見
た
通
り
、
午
後
二
時
三
〇
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
二
回
口
頭
弁
論
の

閉
廷
か
ら
第
三
回
口
頭
弁
論
の
開
廷
ま
で
は
三
〇
分
程
度
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年

の
控
訴
審
も
、「
Ｒ
が
も
と
も
と
本
件
釈
明
を
予
定
し
な
が
ら
口
頭
弁
論
を
終
結
し
、
Ｘ
ａ
が
い
な
い
場
所
で
本
件
釈
明
を
行
っ
て
Ｙ
ａ

を
説
得
し
て
弁
論
再
開
の
申
立
て
を
さ
せ
た
も
の
と
の
疑
い
を
持
つ
こ
と
は
理
由
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。）

11
（

　
同
日
午
後
三
時
五
分
に
開
か
れ
た
第
三
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
Ｙ
ａ
は
、
Ｘ
の
予
備
的
主
張
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
予
備
的

に
消
滅
時
効
の
援
用
を
す
る
と
述
べ
、
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
ａ
は
、
Ｙ
の
主
張
が
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
で
あ
る
旨
主
張
し
た
。

Ｒ
は
、
別
件
訴
訟
を
弁
論
準
備
手
続
に
付
し
て
次
回
期
日
を
指
定
し
、
第
三
回
口
頭
弁
論
は
閉
廷
し
た
。）

11
（

　
⑵

　
以
上
の
経
緯
を
経
て
、
Ｒ
は
、
平
成
二
四
年
七
月
一
〇
日
、
Ｘ
の
主
位
的
請
求
お
よ
び
予
備
的
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
判

決
を
下
し
た
。
予
備
的
請
求
で
あ
る
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
す
る
理
由
と
し
て
は
、
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
後
、
開
示
に
必
要
な
相
当

期
間
が
経
過
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
不
法
行
為
が
成
立
し
、
Ｘ
主
張
の
一
〇
年
間
に
わ
た
る
取
引
履
歴
不
開
示
の
請
求
原
因
事

実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
説
示
さ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
Ｒ
が
Ｙ
に
釈
明
し
、
Ｙ
が
主
張
し
た
時
効
消
滅
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
控
訴
し
た
も
の
の
、
平
成
二
五
年
三
月
一
二
日
、
控
訴
棄
却
判
決
が
下
さ
れ
た
。）

11
（

控
訴
審
判
決
は
、
理
由
に

お
い
て
、
Ｘ
の
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
、
取
引
履
歴
の
開
示
請
求
後
、
開
示
に
必
要
な
相
当
期
間
経
過
後
に
不
法
行
為
が
成
立
し
、
そ

の
時
点
で
発
生
し
た
Ｘ
主
張
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
の
後
、
Ｘ
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
っ
た
と
き
か
ら
三
年
の
経
過
に
よ
り
、

時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
説
示
し
て
お
り
、
第
一
審
判
決
と
は
異
な
り
、
釈
明
を
受
け
て
Ｙ
が
主
張
し
た
消
滅
時
効
の
抗
弁
を
容
れ
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翻
意
さ
せ
て
ま
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
釈
明
権
の
行
使
に
当
た
ら
な
い
。）

1（
（

　（
ｄ
）	

最
後
に
、
本
件
釈
明
が
、
口
頭
弁
論
終
結
直
後
の
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
非
対
席
の
場
で
、
Ｘ
ａ
が
異
議
を
述
べ
ら
れ
な
い
状
況

の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｒ
は
、
Ｙ
ａ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
、
Ｙ
を
勝
訴
さ
せ
る
と
い
う
違
法
・
不
当
な
目
的
を

も
っ
て
、
Ｘ
ａ
を
退
廷
さ
せ
た
上
、
Ｙ
ａ
に
消
滅
時
効
を
援
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

Ｘ
ａ
は
、
本
件
釈
明
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
仮
に
釈
明
が
取
り
消
さ
れ
て
も
、
援
用
の
効
力
を
争
う
方
法
が

な
く
、
別
件
訴
訟
に
お
い
て
上
訴
等
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。）

11
（

　
⑵

　
Ｘ
の
主
張
す
る
理
由
は
、釈
明
権
行
使
の
態
様
を
非
難
す
る
、（
ａ
）お
よ
び（
ｄ
）と
、釈
明
内
容
を
非
難
す
る
、（
ｂ
）お
よ
び（
ｃ
）

に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
釈
明
内
容
へ
の
非
難
に
対
し
て
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、「
裁
判
官
が
、
前
記
説
示
し
た
別
件
訴

訟
の
事
案
の
具
体
的
状
況
の
下
で
、
時
効
を
示
唆
す
る
積
極
的
釈
明
を
す
る
こ
と
自
体
は
、
本
件
Ｒ
発
言
を
含
め
て
、
別
件
訴
訟
の
当

時
の
訴
訟
関
係
の
具
体
的
状
況
の
下
で
の
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
内
の
こ
と
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
内
容
の
一
事
を
も
っ
て
同
項

〔
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
〕
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」）

11
（

と
述
べ
、
退
け
た
。
控
訴
審
判
決
も
、「
Ｙ
は
、
主
位
的
請
求
で
あ
る
別

件
過
払
金
等
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
援
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
関
係
を
正
し
く
理
解
し
て
い
れ
ば
、
別
件
損
害
賠
償
請

求
権
に
つ
い
て
の
み
消
滅
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
訴
訟
活
動
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｙ
に
肩
入
れ
す
る

と
い
う
不
当
な
目
的
や
動
機
を
持
た
な
く
と
も
、
事
案
の
相
当
な
解
決
を
重
視
し
て
、
本
件
釈
明
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
」）

11
（

と
述
べ
、

や
は
り
、
釈
明
内
容
へ
の
非
難
を
退
け
て
い
る
。

　
ま
た
、（
ａ
）	

釈
明
権
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
行
使
さ
れ
た
点
つ
い
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
こ
れ
を
、（
ｄ
）	

非
対
席
の
場
で
の
釈
明

で
あ
っ
た
こ
と
と
ま
と
め
て
、
釈
明
の
時
期
・
態
様
の
問
題
と
整
理
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、）

11
（

神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
口
頭
弁
論
終

結
後
の
釈
明
権
行
使
は
、
通
常
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
弁
論
の
再
開
と
の
関
係
で
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
所
定
の
「
期
日
外
」
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た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
平
成
二
五
年
九
月
二
七
日
、
Ｘ
に
よ
る
上
告
が
棄
却
さ
れ
、
控
訴
審
判
決
が
確
定
し
た
。）

11
（

な
お
、
Ｘ
は
、
さ
ら
に
、
最
高
裁
判
所
に

特
別
上
告
を
申
し
立
て
た
も
の
の
、
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
、
棄
却
の
決
定
を
受
け
て
い
る
。）

11
（

二
．
本
件
訴
訟
に
お
け
る
評
価

　
⑴

　
別
件
訴
訟
の
原
告
で
あ
り
本
件
訴
訟
の
原
告
で
も
あ
る
Ｘ
は
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
以
下
の
（
ａ
）
な
い
し
（
ｄ
）
の
理
由

を
挙
げ
（
記
号
は
引
用
者
に
よ
る
）、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
が
、「
公
平
な
裁
判
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手

続
を
受
け
る
Ｘ
の
権
利
」
を
侵
害
す
る
著
し
く
不
適
切
か
つ
重
大
な
違
法
行
為
で
あ
る
と
主
張
し
た
。）

11
（

　
す
な
わ
ち
、（
ａ
）
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
一
項
が
規
定
す
る
口
頭
弁
論
の
期
日
ま
た
は
期
日
外
に
お
け
る
釈
明
権
に
つ
い
て
、
口

頭
弁
論
終
結
後
に
、
釈
明
権
を
行
使
し
て
当
事
者
の
主
張
を
明
確
に
す
る
必
要
は
、
本
来
あ
り
得
な
い
か
ら
、「
期
日
外
」
に
、
口
頭

弁
論
終
結
後
の
期
間
は
含
ま
れ
ず
、
口
頭
弁
論
終
結
後
に
さ
れ
た
本
件
釈
明
は
、
釈
明
権
行
使
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
。）

11
（

（
ｂ
）
ま
た
、

裁
判
所
の
中
立
性
か
ら
も
、
消
滅
時
効
に
か
か
る
釈
明
権
行
使
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
裁
量
は
限
定
的
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
損
害
賠

償
請
求
権
と
は
別
個
の
請
求
権
で
あ
る
過
払
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
の
み
消
滅
時
効
を
援
用
し
て
い
た
と
し
て
も
主
張
関
係
が
不
明

瞭
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
し
、
第
一
審
判
決
で
は
、
結
局
、
消
滅
時
効
の
判
断
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
釈
明
権
を
行

使
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
釈
明
は
、
釈
明
権
行
使
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
。）

11
（

　（
ｃ
）	

さ
ら
に
、
仮
に
、
Ｙ
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｙ
ａ
は
、
損
害
賠
償
請
求

権
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
が
特
定
で
き
な
い
と
の
認
識
を
前
提
と
し
て
消
滅
時
効
を
援
用
し
な
い
こ
と
を
Ｒ
に
明
ら
か
に
し
た
以
上
、

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｒ
が
、
消
滅
時
効
の
起
算
点
が
特
定
で
き
る
旨
示
唆
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
Ｙ
ａ
を

論　　説
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翻
意
さ
せ
て
ま
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
釈
明
権
の
行
使
に
当
た
ら
な
い
。）

1（
（

　（
ｄ
）	

最
後
に
、
本
件
釈
明
が
、
口
頭
弁
論
終
結
直
後
の
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
非
対
席
の
場
で
、
Ｘ
ａ
が
異
議
を
述
べ
ら
れ
な
い
状
況

の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｒ
は
、
Ｙ
ａ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
、
Ｙ
を
勝
訴
さ
せ
る
と
い
う
違
法
・
不
当
な
目
的
を

も
っ
て
、
Ｘ
ａ
を
退
廷
さ
せ
た
上
、
Ｙ
ａ
に
消
滅
時
効
を
援
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

Ｘ
ａ
は
、
本
件
釈
明
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
仮
に
釈
明
が
取
り
消
さ
れ
て
も
、
援
用
の
効
力
を
争
う
方
法
が

な
く
、
別
件
訴
訟
に
お
い
て
上
訴
等
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。）

11
（

　
⑵

　
Ｘ
の
主
張
す
る
理
由
は
、釈
明
権
行
使
の
態
様
を
非
難
す
る
、（
ａ
）お
よ
び（
ｄ
）と
、釈
明
内
容
を
非
難
す
る
、（
ｂ
）お
よ
び（
ｃ
）

に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
釈
明
内
容
へ
の
非
難
に
対
し
て
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、「
裁
判
官
が
、
前
記
説
示
し
た
別
件
訴

訟
の
事
案
の
具
体
的
状
況
の
下
で
、
時
効
を
示
唆
す
る
積
極
的
釈
明
を
す
る
こ
と
自
体
は
、
本
件
Ｒ
発
言
を
含
め
て
、
別
件
訴
訟
の
当

時
の
訴
訟
関
係
の
具
体
的
状
況
の
下
で
の
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
内
の
こ
と
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
内
容
の
一
事
を
も
っ
て
同
項

〔
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
〕
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」）

11
（

と
述
べ
、
退
け
た
。
控
訴
審
判
決
も
、「
Ｙ
は
、
主
位
的
請
求
で
あ
る
別

件
過
払
金
等
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
援
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
関
係
を
正
し
く
理
解
し
て
い
れ
ば
、
別
件
損
害
賠
償
請

求
権
に
つ
い
て
の
み
消
滅
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
訴
訟
活
動
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｙ
に
肩
入
れ
す
る

と
い
う
不
当
な
目
的
や
動
機
を
持
た
な
く
と
も
、
事
案
の
相
当
な
解
決
を
重
視
し
て
、
本
件
釈
明
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
」）

11
（

と
述
べ
、

や
は
り
、
釈
明
内
容
へ
の
非
難
を
退
け
て
い
る
。

　
ま
た
、（
ａ
）	

釈
明
権
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
行
使
さ
れ
た
点
つ
い
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
こ
れ
を
、（
ｄ
）	

非
対
席
の
場
で
の
釈
明

で
あ
っ
た
こ
と
と
ま
と
め
て
、
釈
明
の
時
期
・
態
様
の
問
題
と
整
理
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、）

11
（

神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
口
頭
弁
論
終

結
後
の
釈
明
権
行
使
は
、
通
常
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
弁
論
の
再
開
と
の
関
係
で
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
所
定
の
「
期
日
外
」
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そ
の
一
方
で
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
次
に
見
て
い
く
通
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
か
ら
説
き
起
こ
し
、
②
「
本
件
釈
明
は
、
そ

の
態
様
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
上
保
護
さ
れ
た
Ｘ
の
平
等

取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
す
る
」
と
判
示
し
た
。）

11
（

　
す
な
わ
ち
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
ま
ず
、「
憲
法
は
、
三
二
条
に
お
い
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
る
が
、
具
体
的
な
訴

訟
制
度
を
い
か
な
る
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
同
法
八
一
条
、
八
二
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
を
除
き
、
立
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
委
ね
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
（
最
高
裁
平
成
一
三
年
二
月
一
三
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
二
〇
一
号
九
五
頁

参
照
）、適
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
内
容
は
、具
体
的
に
は
民
事
訴
訟
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
、

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
か
ら
出
発
し
た
上
で
、）

11
（

こ
れ
が
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
き
、「
民
事
訴
訟
法
は
、
判
決
手
続
を
、
原
則
と
し
て
、
憲
法
八
二
条
の
定
め
る
対
審
で
行
い
、
利
害
が
相
反
し
相
対
立
す
る
原
告
・

被
告
双
方
を
平
等
に
取
り
扱
い
、攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
に
つ
い
て
対
等
の
機
会
を
与
え
る
双
方
審
尋
主
義
を
貫
い
て
い
る
と
こ
ろ（
同

法
八
七
条
一
項
。
…
…
）、
こ
れ
は
、
当
事
者
主
義
の
下
で
公
平
な
手
続
保
障
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
解
決
及
び
正
義
の

実
現
と
い
う
民
事
訴
訟
の
目
的
に
資
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。）

1（
（

　
続
い
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
問
題
と
な
っ
た
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
、「
別
件
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｒ
は
、
口
頭
弁
論
終
結

時
に
釈
明
権
の
行
使
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
通
常
な
く
…
…
同
終
結
前
の
対
席
の
場
で
本
件
釈
明
を
す
る
こ
と
に
特
段
の
支
障
が

あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
別
紙
の
と
お
り
、
他
に
主
張
立
証
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
口
頭
弁
論
を
終
結
し
て
お
き
な

が
ら
、
こ
れ
を
受
け
て
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
と
こ
ろ
で
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
実
務
上
消
極
的
な
考
え
も
多
い
時
効
の
積
極
釈
明
…
…
を
、

時
効
利
益
を
受
け
る
Ｙ
側
に
対
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
、
直
前
ま
で
時
効
を
援
用
し
て
い
な
か
っ
た
Ｙ
ａ
が
直
ち
に
援
用
の
た
め
の
口

頭
弁
論
の
再
開
を
求
め
、本
件
援
用
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
分
析
す
る
。）

11
（

最
後
に
、こ
れ
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、「
確
か
に
、
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か
ら
口
頭
弁
論
終
結
後
の
期
間
を
除
外
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
判
示
し
た
。）

11
（

　
⑶

　
以
下
で
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、（
ｄ
）
釈
明
権
行
使
の
態
様
の
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
と
、

そ
の
控
訴
審
判
決
の
見
解
を
分
析
し
た
い
。
そ
の
際
、
①
本
件
釈
明
権
行
使
が
、
民
訴
法
一
四
九
条
に
違
反
す
る
か
否
か
、
お
よ
び
②

本
釈
明
権
行
使
の
態
様
が
、「
公
平
な
裁
判
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
」
を
侵
害
す
る
か
否
か
の
２
つ
の

観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
判
断
の
前
提
と
し
て
、
期
日
外
釈
明
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の

解
釈
を
確
認
す
る
。

　
⑷

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
ま
ず
、
期
日
外
釈
明
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
に
つ
い
て
、「
民
事
訴
訟
法

一
四
九
条
一
項
が
上
述
の
と
お
り
『
期
日
外
』
の
釈
明
権
の
行
使
を
認
め
、
同
条
四
項
が
、
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
攻
撃
又
は

防
御
の
方
法
に
重
要
な
変
更
を
生
じ
得
る
事
項
に
つ
い
て
釈
明
権
を
行
使
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
相
手
方
に
事
後
通
知
を
す
る
と
い
う
条
件
の
下
で
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
期
日
外
の
非
対
席
の
場

で
釈
明
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
上
で
、
当
該
時
後
通
知
を
受
け
た
相
手
方
に
お
い
て
、
異
議
を
述
べ
る
機
会
を
確
保
す
る
趣

旨
〔
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
、
同
様
。〕」
で
あ
る
と
解
す
る
。）

11
（

　
そ
の
上
で
、
①
「
本
件
釈
明
が
、
期
日
外
の
非
対
席
の
場
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
前
提
事
実
の
と
お
り
で
あ
る
が
」、「
別

件
訴
訟
の
口
頭
弁
論
は
、
本
件
釈
明
の
直
後
に
再
開
さ
れ
、
Ｘ
ａ
は
出
廷
の
上
で
、
Ｙ
ａ
か
ら
、
本
件
釈
明
の
内
容
を
伝
え
ら
れ
」、「
そ

の
後
、
本
件
釈
明
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
が
予
定
す
る
異

議
の
機
会
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
評
価
し
、
し
た
が
っ
て
、「
本
件
釈
明
の
具
体
的
な
時
期
や
態
様
に
公
平

性
の
点
で
大
き
な
問
題
が
あ
る
」
も
の
の
、「
本
件
釈
明
は
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
非
対
席
の
場
で
行
わ
れ
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、

直
ち
に
同
項
の
要
件
を
欠
く
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
た
。）

11
（
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そ
の
一
方
で
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
次
に
見
て
い
く
通
り
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
か
ら
説
き
起
こ
し
、
②
「
本
件
釈
明
は
、
そ

の
態
様
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
上
保
護
さ
れ
た
Ｘ
の
平
等

取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
す
る
」
と
判
示
し
た
。）

11
（

　
す
な
わ
ち
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
ま
ず
、「
憲
法
は
、
三
二
条
に
お
い
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
る
が
、
具
体
的
な
訴

訟
制
度
を
い
か
な
る
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
同
法
八
一
条
、
八
二
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
を
除
き
、
立
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
委
ね
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
（
最
高
裁
平
成
一
三
年
二
月
一
三
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
二
〇
一
号
九
五
頁

参
照
）、適
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
内
容
は
、具
体
的
に
は
民
事
訴
訟
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
、

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
か
ら
出
発
し
た
上
で
、）

11
（

こ
れ
が
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
き
、「
民
事
訴
訟
法
は
、
判
決
手
続
を
、
原
則
と
し
て
、
憲
法
八
二
条
の
定
め
る
対
審
で
行
い
、
利
害
が
相
反
し
相
対
立
す
る
原
告
・

被
告
双
方
を
平
等
に
取
り
扱
い
、攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
に
つ
い
て
対
等
の
機
会
を
与
え
る
双
方
審
尋
主
義
を
貫
い
て
い
る
と
こ
ろ（
同

法
八
七
条
一
項
。
…
…
）、
こ
れ
は
、
当
事
者
主
義
の
下
で
公
平
な
手
続
保
障
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
解
決
及
び
正
義
の

実
現
と
い
う
民
事
訴
訟
の
目
的
に
資
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。）

1（
（

　
続
い
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
問
題
と
な
っ
た
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
の
態
様
を
、「
別
件
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｒ
は
、
口
頭
弁
論
終
結

時
に
釈
明
権
の
行
使
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
通
常
な
く
…
…
同
終
結
前
の
対
席
の
場
で
本
件
釈
明
を
す
る
こ
と
に
特
段
の
支
障
が

あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
別
紙
の
と
お
り
、
他
に
主
張
立
証
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
口
頭
弁
論
を
終
結
し
て
お
き
な

が
ら
、
こ
れ
を
受
け
て
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
た
と
こ
ろ
で
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
実
務
上
消
極
的
な
考
え
も
多
い
時
効
の
積
極
釈
明
…
…
を
、

時
効
利
益
を
受
け
る
Ｙ
側
に
対
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
、
直
前
ま
で
時
効
を
援
用
し
て
い
な
か
っ
た
Ｙ
ａ
が
直
ち
に
援
用
の
た
め
の
口

頭
弁
論
の
再
開
を
求
め
、本
件
援
用
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
分
析
す
る
。）

11
（

最
後
に
、こ
れ
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、「
確
か
に
、
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得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
本
件
釈
明
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
、
Ｙ
ａ
の
み
が
在
廷
し
て
い
た
法
廷
で
さ
れ
た
等

の
…
…
状
況
を
考
慮
し
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
件
釈
明
が
、
Ｙ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
て
こ
れ
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め

に
さ
れ
た
…
…
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
釈
明
は
、
Ｘ
の
公
平
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け

る
権
利
を
侵
害
し
た
違
法
が
あ
る
と
は
評
価
で
き
ず
、
そ
れ
が
さ
れ
た
時
期
、
状
況
及
び
内
容
か
ら
し
て
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
。」）

11
（

　
控
訴
審
判
決
は
、
期
日
外
釈
明
が
許
容
さ
れ
る
要
件
や
範
囲
等
に
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
右
に
見
た
神
戸
地

判
平
二
八
年
が
示
す
、
釈
明
権
行
使
の
際
の
裁
判
官
の
裁
量
を
、
憲
法
二
三
条
が
保
障
す
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
民
事
訴
訟
法
上
具

体
化
す
る
双
方
審
尋
主
義
の
要
請
か
ら
画
す
と
の
枠
組
み
は
採
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
に
対
す
る
非

難
可
能
性
を
、
一
方
当
事
者
へ
の
肩
入
れ
と
い
っ
た
不
当
な
目
的
や
動
機
に
限
定
し
、）

11
（

釈
明
権
行
使
の
態
様
を
適
法
と
評
価
し
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

第
二
節

　民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
期
日
外
釈
明

一
．
期
日
外
釈
明
の
沿
革

　
⑴

　
い
わ
ゆ
る
「
期
日
外
釈
明
」
は
、
裁
判
官
の
釈
明
権
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
の
中
で
、「
裁
判
長
は
、
口
頭
弁
論

の
期
日
又
は
期
日
外
に
お
い
て
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
に
対
し
て
問
い
を

発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
期
日
に
お
け
る
釈
明
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、期
日
外
釈
明
に
固
有
の
規
律
と
し
て
、ま
ず
、同
条
四
項
が
、「
裁
判
長
又
は
陪
席
裁
判
官
が
、口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、

攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
に
重
要
な
変
更
を
生
じ
得
る
事
項
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
置
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

内
容
を
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、期
日
外
釈
明
が
行
わ
れ
た
場
合
の
相
手
方
当
事
者
へ
の
通
知
を
規
定
し
て
い
る
。
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民
訴
法
一
四
九
条
に
は
、
釈
明
権
の
行
使
の
態
様
を
制
限
す
る
よ
う
な
規
定
は
な
い
か
ら
、
そ
の
態
様
が
同
条
に
直
接
違
反
す
る
わ
け

で
は
な
い
」
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
釈
明
権
行
使
の
態
様
に
つ
い
て
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
の
観
点
か
ら
、「
し
か
し
、
そ
の

態
様
は
、
訴
訟
指
揮
の
一
環
と
し
て
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
裁
量
も
ま
た
、
紛
争
解

決
及
び
正
義
の
実
現
と
い
う
民
事
訴
訟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
以
上
、
釈
明
権
の
行
使
が
、
時
機
、

対
席
の
有
無
及
び
内
容
に
お
い
て
直
接
同
法
一
四
九
条
に
反
せ
ず
、
結
果
と
し
て
裁
判
を
誤
ら
な
い
以
上
は
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
行

使
し
よ
う
と
も
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
く
、
完
全
に
裁
判
官
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は

解
し
得
な
い
」
と
の
評
価
枠
組
み
を
提
示
し
て
、）

11
（

こ
れ
に
基
づ
き
、
右
の
通
り
、「
本
件
釈
明
は
、
そ
の
態
様
に
お
い
て
、
訴
訟
指
揮

に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
上
保
護
さ
れ
た
Ｘ
の
平
等
取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
す

る
も
の
」
と
の
評
価
を
下
し
た
。

　
⑸

　
以
上
の
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
控
訴
審
は
、
ま
ず
、
①
「
本
件
釈
明
が
、
そ
の
時
期
、
対
席
の
有
無
及
び
内
容
の
点
に
お
い

て
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
…
…
原
判
決
の
『
事
実
及
び
理
由
』
…
…
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
」）

11
（

と
述
べ
、
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。

　
次
に
、
②
「
Ｘ
の
公
平
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
」
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、「
Ｒ
が
、
Ｘ
な
い
し
Ｙ

と
の
間
に
特
別
の
関
係
に
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
当
事
者
に
対
し
て
特
別
な
個
人
的
感
情
を
抱
い
て
い
た
と
も
考
え
難
い
」）

11
（

と
の

観
点
を
重
視
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　「
Ｙ
は
、
主
位
的
請
求
で
あ
る
過
払
金
等
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
関
係
を
正
し
く
理
解
し
て
い

れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
の
み
消
滅
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
訴
訟
活
動
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

Ｙ
に
肩
入
れ
す
る
と
い
う
不
当
な
目
的
や
動
機
を
持
た
な
く
と
も
、
事
案
の
相
当
な
解
決
を
重
視
し
て
、
本
件
釈
明
を
す
る
こ
と
は
あ
り

論　　説
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得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
本
件
釈
明
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
Ｘ
ａ
が
退
廷
し
、
Ｙ
ａ
の
み
が
在
廷
し
て
い
た
法
廷
で
さ
れ
た
等

の
…
…
状
況
を
考
慮
し
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
件
釈
明
が
、
Ｙ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
て
こ
れ
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め

に
さ
れ
た
…
…
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
釈
明
は
、
Ｘ
の
公
平
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け

る
権
利
を
侵
害
し
た
違
法
が
あ
る
と
は
評
価
で
き
ず
、
そ
れ
が
さ
れ
た
時
期
、
状
況
及
び
内
容
か
ら
し
て
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
。」）

11
（

　
控
訴
審
判
決
は
、
期
日
外
釈
明
が
許
容
さ
れ
る
要
件
や
範
囲
等
に
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
右
に
見
た
神
戸
地

判
平
二
八
年
が
示
す
、
釈
明
権
行
使
の
際
の
裁
判
官
の
裁
量
を
、
憲
法
二
三
条
が
保
障
す
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
民
事
訴
訟
法
上
具

体
化
す
る
双
方
審
尋
主
義
の
要
請
か
ら
画
す
と
の
枠
組
み
は
採
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
Ｒ
の
釈
明
権
行
使
の
態
様
に
対
す
る
非

難
可
能
性
を
、
一
方
当
事
者
へ
の
肩
入
れ
と
い
っ
た
不
当
な
目
的
や
動
機
に
限
定
し
、）

11
（

釈
明
権
行
使
の
態
様
を
適
法
と
評
価
し
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

第
二
節

　民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
期
日
外
釈
明

一
．
期
日
外
釈
明
の
沿
革

　
⑴

　
い
わ
ゆ
る
「
期
日
外
釈
明
」
は
、
裁
判
官
の
釈
明
権
を
規
定
す
る
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
の
中
で
、「
裁
判
長
は
、
口
頭
弁
論

の
期
日
又
は
期
日
外
に
お
い
て
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
に
対
し
て
問
い
を

発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
期
日
に
お
け
る
釈
明
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、期
日
外
釈
明
に
固
有
の
規
律
と
し
て
、ま
ず
、同
条
四
項
が
、「
裁
判
長
又
は
陪
席
裁
判
官
が
、口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、

攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
に
重
要
な
変
更
を
生
じ
得
る
事
項
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
置
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

内
容
を
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、期
日
外
釈
明
が
行
わ
れ
た
場
合
の
相
手
方
当
事
者
へ
の
通
知
を
規
定
し
て
い
る
。
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二
．
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
意
義

　
⑴

　
期
日
外
釈
明
に
よ
っ
て
、
釈
明
を
受
け
た
当
事
者
は
、
従
来
の
主
張
を
補
充
、
変
更
し
た
り
、
立
証
を
追
加
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
、
よ
り
適
切
な
訴
訟
準
備
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
一
方
で
、
相
手
方
当
事
者
は
、
―
―
期
日
に
お
け
る
釈
明
で
あ
れ
ば
、
そ
の

期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
で
、
釈
明
内
容
を
知
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
攻
撃
防
御
方
法
を
準
備
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
―
―
期
日
外

釈
明
の
場
合
に
は
、
釈
明
権
が
行
使
さ
れ
た
こ
と
さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
切
な
準
備
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
民

訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
誤
記
の
指
摘
等
の
さ
さ
い
な
釈
明
は
別
に
し
て
、
攻
撃
防
御
方
法

に
変
更
を
生
じ
得
る
釈
明
に
つ
い
て
は
、
釈
明
の
内
容
を
、
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈

明
内
容
の
通
知
は
、
手
続
保
障
と
審
理
の
公
正
確
保
の
た
め
の
規
定
と
解
さ
れ
る
。）

11
（

　
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
通
知
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
釈
明
権
の
行
使
や
、
期
日
外
釈
明
を
受
け
た
当
事
者
に
よ
る
主
張
の
補

充
・
変
更
、
証
拠
の
追
加
等
の
効
力
に
は
、
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
れ
に
対
し
て
は
、
通
知
を
欠
い
た
結
果
と
し

て
相
手
方
当
事
者
が
十
分
な
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
次
回
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
弁
論
を
終
結
す
る
よ

う
な
訴
訟
運
営
は
相
当
と
は
言
え
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。）

11
（

　
⑵

　
以
上
に
見
た
沿
革
や
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
意
義
か
ら
、
期
日
外
釈
明
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
は
広
く
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

第
三
節

　当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
の
考
察

　
最
後
に
、
本
節
で
は
、
本
章
で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
事
案
お
よ
び
民
訴
法
一
四
九
条
の
期
日
外
釈
明
の
規
定

に
、
改
め
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
、
神
戸
地
判
平
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こ
れ
に
加
え
て
、
民
事
訴
訟
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
省
略
す
る
）
六
三
条
が
、
ま
ず
、
一
項
で
、「
裁
判
長
又
は
陪
席
裁
判
官
は
、

口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、
法
第
一
四
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
釈
明
の
た
め
の
処
置
を
す
る
場
合
に
は
、
裁
判

所
書
記
官
に
命
じ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、期
日
外
釈
明
を
裁
判
所
書
記
官
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

次
に
、
二
項
で
、「
裁
判
長
又
は
陪
席
裁
判
官
が
、
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
に
重
要
な
変
更
を
生
じ

得
る
事
項
に
つ
い
て
前
項
の
処
置
を
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
内
容
を
訴
訟
記
録
上
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
て
、
裁
判
所
書
記
官
が
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
通
知
が
必
要
な
期
日
外
釈
明
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
が

こ
れ
を
訴
訟
記
録
上
明
ら
か
に
す
べ
き
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

　
⑵

　「
期
日
外
釈
明
」
は
、
平
成
八
年
民
事
訴
訟
法
改
正
の
際
に
挿
入
さ
れ
た
法
制
度
で
あ
り
、
従
前
の
条
文
に
は
、
期
日
に
お
け

る
釈
明
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
期
日
外
釈
明
の
条
文
を
持
た
な
か
っ
た
旧
法
下
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
も
、
期
日
と
期

日
の
間
に
当
事
者
に
訴
訟
資
料
の
提
出
等
を
促
す
こ
と
で
、
次
回
期
日
を
空
転
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
事
実
上

の
釈
明
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
改
正
に
当
た
り
制
度
化
し
た
も
の
が
、
現
行
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
「
期
日
外
釈

明
」
で
あ
る
。）

11
（

規
則
六
三
条
一
項
が
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
期
日
外
釈
明
を
許
容
し
て
い
る
の
も
、
従
前
の
実
務
で
、
裁
判
所
書
記
官

が
事
実
上
の
釈
明
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。）

11
（

　
期
日
外
釈
明
は
、
た
と
え
ば
、
裁
判
所
が
、
記
録
を
精
査
し
た
結
果
、
当
事
者
の
主
張
に
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
こ
と
や
立
証
に
不
十

分
な
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
に
、
次
回
期
日
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
期
日
前
や
期
日
間
に
、
必
要
な
釈
明
を
許
す
こ
と
で
、

当
事
者
に
充
実
し
た
訴
訟
準
備
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
、
訴
訟
の
適
切
か
つ
迅
速
な
進
行
に
つ
な
が
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

期
日
外
釈
明
の
具
体
的
な
方
法
に
は
、
電
話
連
絡
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送
信
、
通
知
書
の
郵
送
が
想
定
さ
れ
る

ほ
か
、
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。）

1（
（
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二
．
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
意
義

　
⑴

　
期
日
外
釈
明
に
よ
っ
て
、
釈
明
を
受
け
た
当
事
者
は
、
従
来
の
主
張
を
補
充
、
変
更
し
た
り
、
立
証
を
追
加
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
、
よ
り
適
切
な
訴
訟
準
備
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
一
方
で
、
相
手
方
当
事
者
は
、
―
―
期
日
に
お
け
る
釈
明
で
あ
れ
ば
、
そ
の

期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
で
、
釈
明
内
容
を
知
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
攻
撃
防
御
方
法
を
準
備
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
―
―
期
日
外

釈
明
の
場
合
に
は
、
釈
明
権
が
行
使
さ
れ
た
こ
と
さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
切
な
準
備
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
民

訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
誤
記
の
指
摘
等
の
さ
さ
い
な
釈
明
は
別
に
し
て
、
攻
撃
防
御
方
法

に
変
更
を
生
じ
得
る
釈
明
に
つ
い
て
は
、
釈
明
の
内
容
を
、
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈

明
内
容
の
通
知
は
、
手
続
保
障
と
審
理
の
公
正
確
保
の
た
め
の
規
定
と
解
さ
れ
る
。）

11
（

　
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
通
知
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
釈
明
権
の
行
使
や
、
期
日
外
釈
明
を
受
け
た
当
事
者
に
よ
る
主
張
の
補

充
・
変
更
、
証
拠
の
追
加
等
の
効
力
に
は
、
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
れ
に
対
し
て
は
、
通
知
を
欠
い
た
結
果
と
し

て
相
手
方
当
事
者
が
十
分
な
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
次
回
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
弁
論
を
終
結
す
る
よ

う
な
訴
訟
運
営
は
相
当
と
は
言
え
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。）

11
（

　
⑵

　
以
上
に
見
た
沿
革
や
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
意
義
か
ら
、
期
日
外
釈
明
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
は
広
く
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

第
三
節

　当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
の
考
察

　
最
後
に
、
本
節
で
は
、
本
章
で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
神
戸
地
判
平
二
八
年
の
事
案
お
よ
び
民
訴
法
一
四
九
条
の
期
日
外
釈
明
の
規
定

に
、
改
め
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
、
神
戸
地
判
平
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裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
お
り
、
Ｘ
の
平
等
取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
し
た
と
評
価
し
た
の
に
対
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、

本
件
釈
明
が
、
Ｙ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
て
こ
れ
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め
に
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
公
平

か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
た
違
法
が
あ
る
と
は
評
価
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
控
訴
審
判

決
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
釈
明
は
、
釈
明
の
時
期
、
状
況
及
び
内
容
か
ら
し
て
も
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

二
．
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
「
期
日
外
釈
明
」
の
位
置
づ
け

　
⑴

　
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
に
お
い
て
、
一
方
当
事
者
に
対
し
て
重
要
な
釈
明
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
、
そ

の
場
に
い
な
か
っ
た
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
は
、
ま
さ
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
前
提
を
確
保
す
べ
く
、
当
事
者
に
訴

訟
手
続
の
透
明
性
を
保
障
す
る
手
続
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
は
、
た
と
え
意
見
陳
述
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
も
し
、

期
日
外
釈
明
が
あ
っ
た
こ
と
や
そ
の
内
容
を
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
表
明
す
べ
き
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
付

与
さ
れ
た
意
見
陳
述
の
機
会
を
十
分
に
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
十
分
に
保
障
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。
意
見
陳
述
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
そ
の
と
き
ど
き
の
手
続
の
経
過
を
知

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
こ
と
は
、
第
一
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。）

11
（

民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
の
不
可
欠
な
前
提
を
担
っ

て
い
る
の
が
、
当
事
者
公
開
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
に
お
い
て
重
要
な
釈
明
が
あ
っ
た
場
合
に
、

そ
の
内
容
を
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
る

と
言
え
る
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
当
事
者
公
開
主
義
を
具
体
化
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
章
第
二
節
二
．
で
見
た
よ
う
に
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
、
裁
判
手
続
の
場
に
立
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二
十
八
年
を
再
評
価
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

一
．
神
戸
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決
の
位
置
づ
け

　
⑴

　
第
一
節
で
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
に
お
け
る
判
断
を
、
①
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
と
②
公
正
か
つ
公
開

の
法
廷
に
お
け
る
適
切
手
続
を
受
け
る
権
利
へ
の
侵
害
と
い
う
２
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
②
の
「
公
正
か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
切
手
続
を
受
け
る
権
利
」
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
、
憲
法
上
保
障
さ

れ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
か
ら
出
発
し
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
双
方
審
尋
主
義
に
言
及
し
つ
つ
、
こ
れ
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
て
も
―
―
「
法
的
審
尋
請
求
権
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
―
―
、
そ
の
保
障
内
容
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
お

お
む
ね
対
応
す
る
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。）

11
（

ま
た
、
①
民
訴
法
一
四
九
条
の
四
項
は
、
次
（
二
．
⑴
）
で
詳
し
く
見
る
通
り
、
期
日
外

釈
明
の
内
容
を
、
釈
明
の
場
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
規
定
な
の
で
、
当
事
者
公
開
主
義

の
要
請
を
具
体
化
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
と
そ
の
控
訴
審
判
決
が
検
討
し
て
い
る
、
釈
明
権
行
使
の
態
様
の
適
否
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を

民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
具
体
化
す
る
当
事
者
公
開
主
義
の
個
別
の
規
定
の
解
釈
に
か
か
わ
る
問
題
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵

　
こ
の
整
理
に
基
づ
き
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
の
見
解
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、
当
事
者
公
開
主
義
の

具
体
化
で
あ
る
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
評
価
に
か
か
わ
る
①
に
つ
き
、
神
戸
地
判
平
二
十
八
年
も
、
そ
の
控
訴
審
判
決
も
、
い
ず

れ
も
、
相
手
方
当
事
者
（
Ｘ
）
に
、
事
後
的
に
、
期
日
外
釈
明
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
意
見
陳
述
の
機
会
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
に
は
違
反
し
な
い
と
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
対
応
す
る
と
解
さ
れ
る
②
に
つ
い
て
は
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
、
釈
明
権
行
使
の
態
様
が
、
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裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
お
り
、
Ｘ
の
平
等
取
扱
い
に
係
る
利
益
を
侵
害
し
た
と
評
価
し
た
の
に
対
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、

本
件
釈
明
が
、
Ｙ
に
一
方
的
に
肩
入
れ
し
て
こ
れ
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め
に
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
公
平

か
つ
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
た
違
法
が
あ
る
と
は
評
価
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
控
訴
審
判

決
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
釈
明
は
、
釈
明
の
時
期
、
状
況
及
び
内
容
か
ら
し
て
も
訴
訟
法
上
適
法
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

二
．
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
お
よ
び
四
項
の
「
期
日
外
釈
明
」
の
位
置
づ
け

　
⑴

　
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
に
お
い
て
、
一
方
当
事
者
に
対
し
て
重
要
な
釈
明
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
、
そ

の
場
に
い
な
か
っ
た
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
は
、
ま
さ
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
前
提
を
確
保
す
べ
く
、
当
事
者
に
訴

訟
手
続
の
透
明
性
を
保
障
す
る
手
続
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
は
、
た
と
え
意
見
陳
述
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
も
し
、

期
日
外
釈
明
が
あ
っ
た
こ
と
や
そ
の
内
容
を
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
表
明
す
べ
き
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
付

与
さ
れ
た
意
見
陳
述
の
機
会
を
十
分
に
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
を
十
分
に
保
障
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。
意
見
陳
述
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
そ
の
と
き
ど
き
の
手
続
の
経
過
を
知

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
こ
と
は
、
第
一
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。）

11
（

民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
の
不
可
欠
な
前
提
を
担
っ

て
い
る
の
が
、
当
事
者
公
開
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
に
お
い
て
重
要
な
釈
明
が
あ
っ
た
場
合
に
、

そ
の
内
容
を
相
手
方
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
る

と
言
え
る
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
当
事
者
公
開
主
義
を
具
体
化
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
章
第
二
節
二
．
で
見
た
よ
う
に
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
、
裁
判
手
続
の
場
に
立
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す
べ
き
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
許
容
さ
れ
る
典
型
的
な
場
合
は
、
裁
判
所
が
期
日
前
や
期
日
間
に
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
に
不
足
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
当
事
者
に
釈
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
当
事
者
双
方
対
席
の
場
で
釈
明
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
何
ら
支
障
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
当
事
者

が
立
ち
会
わ
な
い
場
で
釈
明
を
し
た
場
合
に
は
、
す
で
に
当
事
者
公
開
主
義
に
違
反
し
て
お
り
、
こ
れ
を
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
に

よ
る
事
後
的
な
通
知
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
事
後
的
に
補
償
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
公
開
主
義
違

反
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。）

11
（

三
．
神
戸
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決
の
再
評
価

　
⑴

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
は
、
再
開
後

の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
釈
明
内
容
が
相
手
方
当
事
者
に
伝
え
ら
れ
、
か
つ
相
手
方
当
事
者
が
こ
れ
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
民
訴
法
一
四
九
条
に
は
違
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
本
件
釈
明
を
口
頭
弁
論
終
結
前
に
す
る
こ
と
に
つ
き
何
ら
支
障
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、）

11
（

当
事
者
公
開
主
義
に
よ
り
、

本
件
釈
明
は
、
当
事
者
双
方
対
席
の
場
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
釈
明

が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
一
方
当
事
者
の
立
会
権
を
確
保
せ
ず
実
施
さ
れ
た
時
点
で
、）

11
（

当
事
者
公
開
主
義
に
違
反
し
て
お
り
、
こ
の
違
反

に
よ
る
瑕
疵
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
に
よ
る
事
後
的
な
情
報
付
与
と
再
開
さ
れ
た
口
頭
弁
論
に
お
け
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与

に
よ
っ
て
は
治
癒
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
釈
明
権
行
使
は
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
し
て
お
り
、
当
事
者
公
開
主
義
の
例
外
を
正
当
化
す

る
事
情
も
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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ち
会
う
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
、
例
外
と
し
て
、
立
会
権
を
保
障
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
事

後
的
な
情
報
付
与
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
当
事
者
に
法
的
審
尋
請
求
権
を
実
際
に
擁
護
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
の
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
と
、
民
訴
法
一
四
九
条

四
項
の
通
知
は
、
次
に
見
る
通
り
、
当
事
者
公
開
主
義
の
例
外
と
し
て
の
保
障
を
担
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
釈
明
権
が
期
日
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
に
は
期
日
へ
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
事
者
公
開
主
義

の
要
請
は
満
た
さ
れ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
期
日
に
お
け
る
釈
明
権
の
行
使
が
、
原
則

と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
釈
明
権
が
期
日
外
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
場
合
と
い
う
の
は
、
相
手
方
当
事
者

が
立
ち
会
っ
て
い
な
い
場
で
釈
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、

期
日
に
お
い
て
釈
明
で
き
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
由
が
あ
り
、
例
外
が
許
容
さ
れ
る
場
合
の
み
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
か
ら
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
が
規
定
す
る
期
日
に
お
け
る
釈
明
と
期
日
外
釈
明
の
う
ち
、

期
日
に
お
け
る
釈
明
が
原
則
で
あ
り
、
期
日
外
釈
明
は
例
外
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
条
四
項
は
、
こ
の
例
外
の
場
合
の
補
償
と
し
て
、

事
後
的
な
情
報
付
与
の
機
会
の
保
障
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
期
日
外
釈
明
が
当
事
者
公
開
主
義
の
例
外
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
本
章
第
二
節
二
．
で
見
た
よ
う
に
、
期
日
外

釈
明
の
沿
革
や
一
四
九
条
四
項
の
意
義
か
ら
、
こ
の
例
外
は
広
く
解
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
、
期

日
前
や
期
日
間
に
、
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
を
検
討
し
て
い
て
、
不
足
や
不
明
瞭
に
気
づ
い
た
場
合
に
、
次
回
期
日
を
待
つ
ま
で
も

な
く
、
そ
の
補
充
や
追
加
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
広
く
許
容
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑶

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
が
規
定
す
る
期
日
外
釈
明
は
、
原
則
と
し
て
、
釈
明
権
は
対
席
の
場
で
行
使
さ
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
例
外
と
し
て
、
許
容
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
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す
べ
き
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
許
容
さ
れ
る
典
型
的
な
場
合
は
、
裁
判
所
が
期
日
前
や
期
日
間
に
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
に
不
足
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
当
事
者
に
釈
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
当
事
者
双
方
対
席
の
場
で
釈
明
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
何
ら
支
障
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
当
事
者

が
立
ち
会
わ
な
い
場
で
釈
明
を
し
た
場
合
に
は
、
す
で
に
当
事
者
公
開
主
義
に
違
反
し
て
お
り
、
こ
れ
を
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
に

よ
る
事
後
的
な
通
知
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
事
後
的
に
補
償
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
公
開
主
義
違

反
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。）

11
（

三
．
神
戸
地
裁
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
判
決
の
再
評
価

　
⑴

　
神
戸
地
判
平
二
八
年
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
行
使
は
、
再
開
後

の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
釈
明
内
容
が
相
手
方
当
事
者
に
伝
え
ら
れ
、
か
つ
相
手
方
当
事
者
が
こ
れ
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
民
訴
法
一
四
九
条
に
は
違
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
本
件
釈
明
を
口
頭
弁
論
終
結
前
に
す
る
こ
と
に
つ
き
何
ら
支
障
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、）

11
（

当
事
者
公
開
主
義
に
よ
り
、

本
件
釈
明
は
、
当
事
者
双
方
対
席
の
場
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
釈
明

が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
一
方
当
事
者
の
立
会
権
を
確
保
せ
ず
実
施
さ
れ
た
時
点
で
、）

11
（

当
事
者
公
開
主
義
に
違
反
し
て
お
り
、
こ
の
違
反

に
よ
る
瑕
疵
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
に
よ
る
事
後
的
な
情
報
付
与
と
再
開
さ
れ
た
口
頭
弁
論
に
お
け
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与

に
よ
っ
て
は
治
癒
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
釈
明
権
行
使
は
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
し
て
お
り
、
当
事
者
公
開
主
義
の
例
外
を
正
当
化
す

る
事
情
も
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
違
反
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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の
瑕
疵
は
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
⑶

　
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
釈
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
場
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
相
手
方
当
事
者
に
、
釈
明
の

内
容
を
通
知
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
釈
明
の
場
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
当
事
者
が
意
見
陳
述
の
機
会
を
擁
護
で

き
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
当
事
者
公
開
規
定
の
ひ
と

つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
特
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
の
枠
組
み
に
鑑
み
る
と
、
当
事
者
公
開
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
立
会
権
を
保
障
す

る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
場
面
で
は
、
―
―
た
し
か
に
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
に
は
、

釈
明
権
行
使
の
態
様
を
制
限
す
る
文
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
―
―
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
、
期
日
に
お
け
る
釈

明
が
、
原
則
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
が
立
ち
会
っ
て
い
な
い
、
期
日
外
で
の
釈
明
は
、

期
日
に
お
け
る
釈
明
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
例
外
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
期
日
外
釈

明
の
例
外
は
、
そ
の
沿
革
や
目
的
か
ら
広
く
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
典
型
的
な
場
合
は
、
裁
判
官
が
期
日
前
や
期
日

間
に
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
に
不
足
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
で
あ
る
。

　
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
は
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
表
明
の

機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
場
面
に
お
い
て
、
こ

の
例
外
が
許
さ
れ
る
場
合
の
事
後
的
な
情
報
付
与
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
期
日
に
お
け
る
釈
明
に
何
ら
の
支
障
も
な
く
、

例
外
と
し
て
期
日
外
釈
明
を
許
容
す
る
事
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
日
外
釈
明
を
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
と

な
り
、
た
と
え
、
事
後
的
に
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
通
知
を
実
施
し
て
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
付
与
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
瑕
疵

が
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑵

　
な
お
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
は
、
た
し
か
に
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
述
べ
る
通
り
、
期
日
外
釈
明
の
行
使
の
態
様
に
つ
い

て
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
も
の
の
、
当
事
者
公
開
主
義
を
具
体
化
す
る
規
定
で
あ
る
民
訴
法
一
四
九
条
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

を
実
現
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
釈
明
権
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
双
方
が
立
ち
会
う
場
で
行
使
さ
れ
る
べ
き

と
の
要
請
が
、
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。）

（11
（

例
外
を
許
容
す
る
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

原
則
を
遵
守
し
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
と
な
り
、
た
と
え
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
に
よ
る
事
後
的
な
通
知
が
あ
っ
て

も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
瑕
疵
が
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

終
　
章

　　
⑴

　
本
稿
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
⑵

　
当
事
者
公
開
主
義
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
訴
訟
原
則
で
あ
り
、
当
事
者
の
立
会
権
や
記
録

閲
覧
権
、
期
日
に
呼
出
し
を
受
け
る
権
利
等
の
手
続
上
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
、
自
ら
に
下
さ
れ
る
裁
判

の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
、
実
質
的
に
擁
護
す
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し

て
い
る
。

　
当
事
者
公
開
は
、
原
則
と
し
て
、
裁
判
手
続
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
例

外
と
し
て
、
当
事
者
の
立
会
権
を
制
限
ま
た
は
排
除
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
立
会
権
の
保
障
に
代
わ
っ

て
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
を
確
保
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。

例
外
を
許
容
す
る
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
へ
の
立
会
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
で
あ
り
、
こ

論　　説
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の
瑕
疵
は
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
陳
述
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
⑶

　
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
期
日
外
釈
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
場
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
相
手
方
当
事
者
に
、
釈
明
の

内
容
を
通
知
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
釈
明
の
場
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
当
事
者
が
意
見
陳
述
の
機
会
を
擁
護
で

き
る
た
め
の
前
提
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
法
的
審
尋
請
求
権
を
具
体
化
す
る
当
事
者
公
開
規
定
の
ひ
と

つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
特
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
の
枠
組
み
に
鑑
み
る
と
、
当
事
者
公
開
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
立
会
権
を
保
障
す

る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
場
面
で
は
、
―
―
た
し
か
に
、
民
訴
法
一
四
九
条
一
項
に
は
、

釈
明
権
行
使
の
態
様
を
制
限
す
る
文
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
―
―
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
、
期
日
に
お
け
る
釈

明
が
、
原
則
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
が
立
ち
会
っ
て
い
な
い
、
期
日
外
で
の
釈
明
は
、

期
日
に
お
け
る
釈
明
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
例
外
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
期
日
外
釈

明
の
例
外
は
、
そ
の
沿
革
や
目
的
か
ら
広
く
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
典
型
的
な
場
合
は
、
裁
判
官
が
期
日
前
や
期
日

間
に
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
に
不
足
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
で
あ
る
。

　
立
会
権
の
制
限
ま
た
は
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
は
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
表
明
の

機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
は
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
場
面
に
お
い
て
、
こ

の
例
外
が
許
さ
れ
る
場
合
の
事
後
的
な
情
報
付
与
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
期
日
に
お
け
る
釈
明
に
何
ら
の
支
障
も
な
く
、

例
外
と
し
て
期
日
外
釈
明
を
許
容
す
る
事
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
日
外
釈
明
を
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
と

な
り
、
た
と
え
、
事
後
的
に
、
民
訴
法
一
四
九
条
四
項
の
通
知
を
実
施
し
て
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
付
与
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
瑕
疵

が
治
癒
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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＝
鈴
木
正
裕
訳
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
発
展
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
八
巻
三
＝
四
号
（
一
九
六
九
年
）
五
一
二
頁
以
下
、
中
野
貞
一

郎
「
民
事
裁
判
と
憲
法
」
同
『
民
事
手
続
の
現
代
問
題
』（
一
九
八
九
年
〔
初
出
・
一
九
八
四
年
〕・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
一
頁
以
下
、
本
間
靖
規

「
上
告
理
由
と
手
続
保
障
―
―
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て
―
―
」
同
『
手
続
保
障
論
集
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
二
〇
一
一
年
〕・
信
山
社
）

六
一
三
頁
以
下
、
松
本
博
之
「
民
事
訴
訟
法
学
と
方
法
論
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
立
法
史
と
解
釈
学
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
二
〇
一
四
年
〕・

信
山
社
）
二
五
二
頁
等
。

 

（
12
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
的
審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
や
具
体
化
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
点
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。
な
お
、本
稿
で
は
、わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
に
依
拠
し
（
た
と
え
ば
、三
木
他
・
前
掲
［
注

一
］
二
三
頁
〔
三
木
〕
は
、「『
手
続
保
障
』
の
中
で
も
と
く
に
重
要
な
の
は
、
当
事
者
権
の
う
ち
の
『
弁
論
権
』
な
い
し
『
審
尋
請
求
権
』
の
保

障
で
あ
る
」
と
述
べ
、
か
つ
、
審
尋
請
求
権
を
、「
弁
論
権
お
よ
び
こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
諸
権
利
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
輸

入
さ
れ
た
」
概
念
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、「
弁
論
権
」
と
「
法
的
審
尋
請
求
権
」
を
ほ
ぼ
同
義
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
）、
弁

論
権
や
双
方
審
尋
主
義
の
概
念
と
、
法
的
審
尋
請
求
権
ま
た
は
法
的
審
問
請
求
権
の
概
念
を
、
双
方
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を

一
応
の
前
提
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
松
本
博
之
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
釈
明
・
指
摘
義
務
―
―
法
的
審
問
請
求
権
の

保
障
と
訴
訟
関
係
の
明
確
化
』（
二
〇
二
二
年
・
日
本
加
除
出
版
）
二
頁
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
な
ど
で
は
拾
い
き
れ
な
い

重
要
な
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
13
）Ekkehard Becker-Eberhard, W

andlungen des rechtlichen G
ehörs, ZZP 135 （2022

）, S. 219 ff.

 

（
14
）
基
本
法
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
高
田
敏
＝
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
八
版
〕』（
二
〇
二
〇
年
・
信
山
社
）、
お
よ
び
、
高
橋

和
之
編
『［
新
版
］
世
界
憲
法
集
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
二
年
・
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

 

（
15
）B

ericht über den Verfassungskonvent auf H
errenchiem

see vom
 10. bis 23. A

ugst 1948, herausgegeben vom
 Verfassungsausschuß der 

M
inisterpräsidenten-K

onferenz der w
estlichen B

esatzungszonen, S. 94; Becker-Eberhard, a.a.O
. （A

nm
.13

）, SS. 219-221; Stein/ Jonas/ 

D
ieter Leipold, K

om
m

entar zur Zivilprozessordnung, 22. A
ufl., 2005, vor§128, R

n. 11; H
arald Schw

artz, G
ew

ährung und G
ew

ährleistung 
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注
 

（
1
）
松
本
博
之
＝
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
八
版
〕』（
二
〇
一
五
年
・
弘
文
堂
）
四
〇
頁
以
下
〔
松
本
〕、
三
木
浩
一
＝
笠
井
正
俊
＝
垣
内
秀
介

＝
菱
田
雄
郷
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
一
八
年
・
有
斐
閣
）
一
四
三
頁
以
下
〔
笠
井
〕
等
。

 

（
2
）
三
木
他
・
前
掲
（
注
１
）
一
四
三
頁
〔
笠
井
〕。

 

（
3
）
三
木
他
・
前
掲
（
注
１
）
一
四
三
―
一
四
四
頁
〔
笠
井
〕。

 

（
4
）
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
６
版
〕』（
二
〇
一
九
年
・
弘
文
堂
）
五
一
六
頁
は
、訴
訟
事
件
で
は
双
方
審
尋
主
義
は
憲
法
上
の
要
請
と
解
し
、

そ
の
際
の
根
拠
規
定
と
し
て
、
憲
法
八
二
条
を
挙
げ
る
。

 

（
5
）
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
一
二
頁
〔
松
本
〕。

 

（
6
）
洲
本
簡
易
裁
判
所
平
成
二
三
年
ハ
第
二
七
八
号
。
判
例
集
未
登
載
。

 

（
7
）
判
例
評
釈
と
し
て
、
上
田
竹
志
「
口
頭
弁
論
終
結
後
の
積
極
的
釈
明
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」
法
セ
ミ
七
四
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
〇
頁
、

藪
口
康
夫「
裁
判
官
の
釈
明
権
の
行
使
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」新
・
判
例
解
説
Ｗ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
二
一
号（
二
〇
一
七
年
）一
五
五
頁
以
下
、園
田
賢
治「
裁

判
官
の
釈
明
権
の
行
使
の
態
様
が
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
事
例
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
六
号
（
二
〇
一
八
年
）

一
一
八
頁
以
下
等
。

 

（
8
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
9
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
頁
。

 

（
10
）
訟
月
六
三
巻
三
号
二
〇
頁
。

 

（
11
）
紺
谷
浩
司
「
民
事
手
続
に
お
け
る
審
問
請
求
権
（A

nspruch auf rechtliches G
ehör

）
に
つ
い
て
―
―
西
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
〇
三
条
一
項
に

関
し
て
―
―
（
一
）（
二
）」
政
経
論
叢
一
八
巻
一
号
五
一
頁
以
下
、
二
号
九
一
頁
以
下
（
共
に
一
九
六
八
年
）、
鈴
木
忠
一
「
非
訟
事
件
に
於
け
る

正
当
な
手
続
の
保
障
」
同
『
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
』（
一
九
七
一
年
〔
初
出
・
一
九
六
九
年
〕・
有
斐
閣
）
二
五
九
頁
以
下
、フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ァ
ー

論　　説
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＝
鈴
木
正
裕
訳
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
発
展
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
八
巻
三
＝
四
号
（
一
九
六
九
年
）
五
一
二
頁
以
下
、
中
野
貞
一

郎
「
民
事
裁
判
と
憲
法
」
同
『
民
事
手
続
の
現
代
問
題
』（
一
九
八
九
年
〔
初
出
・
一
九
八
四
年
〕・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
一
頁
以
下
、
本
間
靖
規

「
上
告
理
由
と
手
続
保
障
―
―
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て
―
―
」
同
『
手
続
保
障
論
集
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
二
〇
一
一
年
〕・
信
山
社
）

六
一
三
頁
以
下
、
松
本
博
之
「
民
事
訴
訟
法
学
と
方
法
論
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
立
法
史
と
解
釈
学
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
二
〇
一
四
年
〕・

信
山
社
）
二
五
二
頁
等
。

 

（
12
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
的
審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
や
具
体
化
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
点
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。
な
お
、本
稿
で
は
、わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
に
依
拠
し
（
た
と
え
ば
、三
木
他
・
前
掲
［
注

一
］
二
三
頁
〔
三
木
〕
は
、「『
手
続
保
障
』
の
中
で
も
と
く
に
重
要
な
の
は
、
当
事
者
権
の
う
ち
の
『
弁
論
権
』
な
い
し
『
審
尋
請
求
権
』
の
保

障
で
あ
る
」
と
述
べ
、
か
つ
、
審
尋
請
求
権
を
、「
弁
論
権
お
よ
び
こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
諸
権
利
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
輸

入
さ
れ
た
」
概
念
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、「
弁
論
権
」
と
「
法
的
審
尋
請
求
権
」
を
ほ
ぼ
同
義
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
）、
弁

論
権
や
双
方
審
尋
主
義
の
概
念
と
、
法
的
審
尋
請
求
権
ま
た
は
法
的
審
問
請
求
権
の
概
念
を
、
双
方
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を

一
応
の
前
提
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
松
本
博
之
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
釈
明
・
指
摘
義
務
―
―
法
的
審
問
請
求
権
の

保
障
と
訴
訟
関
係
の
明
確
化
』（
二
〇
二
二
年
・
日
本
加
除
出
版
）
二
頁
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
な
ど
で
は
拾
い
き
れ
な
い

重
要
な
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
13
）Ekkehard Becker-Eberhard, W

andlungen des rechtlichen G
ehörs, ZZP 135 （2022

）, S. 219 ff.

 

（
14
）
基
本
法
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
高
田
敏
＝
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
八
版
〕』（
二
〇
二
〇
年
・
信
山
社
）、
お
よ
び
、
高
橋

和
之
編
『［
新
版
］
世
界
憲
法
集
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
二
年
・
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

 

（
15
）B
ericht über den Verfassungskonvent auf H

errenchiem
see vom

 10. bis 23. A
ugst 1948, herausgegeben vom

 Verfassungsausschuß der 

M
inisterpräsidenten-K

onferenz der w
estlichen B

esatzungszonen, S. 94; Becker-Eberhard, a.a.O
. （A

nm
.13

）, SS. 219-221; Stein/ Jonas/ 

D
ieter Leipold, K

om
m

entar zur Zivilprozessordnung, 22. A
ufl., 2005, vor§128, R

n. 11; H
arald Schw

artz, G
ew

ährung und G
ew

ährleistung 
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（
28
）Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13) , S. 230.

 

（
29
）
な
お
、B

ecker-Eberhard

は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
そ
う
し
て
、
意
見
表
明
の
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
、
手
続
経
過
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
知
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
審
尋
請
求
権
は
、
情
報
請
求
権
と
一
致
す
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
上
お
よ
び
裁
判
上
重
要
な
情
報
が
入
手
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
る
（S. 230

）。
法
的
審
尋
請
求
権
の

展
開
の
う
ち
、
第
一
の
段
階
に
当
た
る
こ
の
部
分
を
担
う
の
が
当
事
者
公
開
主
義
で
あ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
に
つ
い
て
も
、
影
響
可
能
性
の
観

点
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
後
述
（
本
章
第
二
節
２
．）。
ま
た
、
池
邊
摩
依
「
証
人
尋
問
の
種
々
の
方
式
へ
の
当
事
者
公
開
主
義
か

ら
の
考
察
―
―
民
事
裁
判
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
を
見
据
え
て
」
熊
本
法
学
一
五
四
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
頁
以
下
、
特
に
一
〇
頁
以
下
参
照
。

 

（
30
）H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21.

 

（
31
）Friedrich E. Schnapp, Parteiöffentlichkeit bei Tatsachenfeststellungen durch den Sachverständigen ?, Festschrift für C

hristian-Friedrich 

M
enger, 1985, S. 561; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21; Schilken, a.a.O
. (A

nm
. 16), §11 I R

n. 128; Becker-Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 13), S. 

225.

 

（
32
）Schnapp, a.a.O

. (A
nm

. 31), S. 561;	 H
öffm

ann, a.a.O
. (A

nm
. 23), SS.21 f.;	 Späth, a.a.O

. (A
nm

. 25), S. 34;	 Becker-Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 

13), SS. 225-226.

 

（
33
）Schw

artz, a.a.O
. (A

nm
. 15), S. 14; Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15), R
n. 18; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21.

 

（
34
）Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15), R
n. 20; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 22. V
gl. Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13), SS. 226, 

233.

 

（
35
）Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15) , R
n. 11.

 

（
36
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五
条
一
項
は
、「
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
事
者
は
、
争
訟
関
係
（Streitverhältnis

）
を
陳
述
し
て
、
弁
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典
―
―
二
〇
一
一

年
一
二
月
二
二
日
現
在
―
―
』（
二
〇
一
二
年
・
法
曹
会
）
を
参
照
し
た
。
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des rechtlichen G
ehörs durch einzelne Vorschriften der Zivilprozeßordnung, 1977, S. 11;	

バ
ウ
ァ
ー
＝
鈴
木
訳
・
前
掲
（
注
11
）
五
一
二
―

五
一
三
頁
。

 

（
16
）Eberhard Schilken, G

erichtsverfassungsrecht, 4. A
ufl., 2007, §11 I R

n. 130; Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O
. ( A

nm
. 15) , R

n.12 f; Becker-

Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 13) , SS. 222-225.

 

（
17
）Schilken, a.a.O

. ( A
nm

. 16), §11 I R
n. 130; Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13) , SS. 222-225.

 

（
18
）
こ
れ
に
対
し
て
、Schw

artz

は
、
基
本
的
人
権
の
ひ
と
つ
で
あ
る
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
は
、
他
の
基
本
的
人
権
と
の
間
で
調
整
さ
れ
、
後
退
す

る
場
合
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
、
法
的
審
尋
請
求
権
が
そ
の
よ
う
な
調
整
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
法
治
国
原
理
に
の
み
基
礎
づ
け
る
べ
き
で

あ
る
と
の
見
解
を
採
る
（Schw

artz,  a.a.O
. [A

nm
. 15 ], SS. 11-13.

）。

 

（
19
）Becker-Eberhard, a.a.O

. ( A
nm

. 13) , S. 222-223.

 

（
20
）Becker-Eberhard, a.a.O

. ( A
nm

. 13), S. 222-223.

 

（
21
）V

gl. Leipold, a.a.O
. ( A

nm
. 15) , R

n. 11, A
nm

. 14.

 

（
22
）Becker-Eberhard, a.a.O

. ( A
nm

. 13) , S. 232; 
バ
ウ
ァ
ー
＝
鈴
木
・
前
掲
（
注
11
）
五
一
四
頁
。
こ
の
点
、
前
提
を
異
に
す
る
わ
が
国
に
お
け
る

法
的
審
尋
請
求
権
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
理
論
的
に
法
的
審
尋
請
求
権
の
基
礎
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
こ
の
限
度
ま
で
な
の
か
、
ま
た
そ

れ
で
充
分
な
の
か
と
い
っ
た
点
が
、
引
き
続
き
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
23
）Petra H

öffm
ann, D

ie G
renzen der Parteiöffentlichkeit, insbesondere beim

 Sachverständigenbew
eis, D

iss. B
onn, 1989, S. 21.

 

（
24
）Schilken, a.a.O

. (A
nm

. 16), §11 I R
n. 128 u.s.w.

 

（
25
）Stefan Späth, D

ie Parteiöffentlichkeit des Zivilprozesses. D
ie Inform

ationspflichten des G
erichts gegenüber den Parteien, D

iss. H
am

burg, 

1995, SS.30 f.; Becker-Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 13) , S. 229.

 

（
26
）
上
述
注
11
の
文
献
を
は
じ
め
と
し
て
、
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
の
領
域
に
お
い
て
も
数
多
く
の
文
献
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

（
27
）Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13) , S. 231.
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（
28
）Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13) , S. 230.

 
（
29
）
な
お
、B

ecker-Eberhard

は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
そ
う
し
て
、
意
見
表
明
の
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
、
手
続
経
過
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
知
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
審
尋
請
求
権
は
、
情
報
請
求
権
と
一
致
す
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
上
お
よ
び
裁
判
上
重
要
な
情
報
が
入
手
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
る
（S. 230

）。
法
的
審
尋
請
求
権
の

展
開
の
う
ち
、
第
一
の
段
階
に
当
た
る
こ
の
部
分
を
担
う
の
が
当
事
者
公
開
主
義
で
あ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
に
つ
い
て
も
、
影
響
可
能
性
の
観

点
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
後
述
（
本
章
第
二
節
２
．）。
ま
た
、
池
邊
摩
依
「
証
人
尋
問
の
種
々
の
方
式
へ
の
当
事
者
公
開
主
義
か

ら
の
考
察
―
―
民
事
裁
判
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
を
見
据
え
て
」
熊
本
法
学
一
五
四
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
頁
以
下
、
特
に
一
〇
頁
以
下
参
照
。

 

（
30
）H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21.

 

（
31
）Friedrich E. Schnapp, Parteiöffentlichkeit bei Tatsachenfeststellungen durch den Sachverständigen ?, Festschrift für C

hristian-Friedrich 

M
enger, 1985, S. 561; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21; Schilken, a.a.O
. (A

nm
. 16), §11 I R

n. 128; Becker-Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 13), S. 

225.

 

（
32
）Schnapp, a.a.O

. (A
nm

. 31), S. 561;	 H
öffm

ann, a.a.O
. (A

nm
. 23), SS.21 f.;	 Späth, a.a.O

. (A
nm

. 25), S. 34;	 Becker-Eberhard, a.a.O
. (A

nm
. 

13), SS. 225-226.

 

（
33
）Schw

artz, a.a.O
. (A

nm
. 15), S. 14; Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15), R
n. 18; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 21.

 

（
34
）Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15), R
n. 20; H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23), S. 22. V
gl. Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13), SS. 226, 

233.

 

（
35
）Stein/ Jonas/ Leipold, a.a.O

. (A
nm

. 15) , R
n. 11.

 

（
36
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五
条
一
項
は
、「
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
事
者
は
、
争
訟
関
係
（Streitverhältnis

）
を
陳
述
し
て
、
弁
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典
―
―
二
〇
一
一

年
一
二
月
二
二
日
現
在
―
―
』（
二
〇
一
二
年
・
法
曹
会
）
を
参
照
し
た
。
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民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに



 

（
45
）
三
木
他
・
前
掲
（
注
1
）
一
四
三
―
一
四
四
頁
〔
笠
井
〕。
な
お
、
注
12
も
参
照
。

 

（
46
）
池
邊
・
前
掲
（
注
29
）
一
二
―
一
三
頁
参
照
。

 

（
47
）
詳
し
い
検
討
は
、
池
邊
・
前
掲
（
注
38
）
三
八
頁
以
下
。

 

（
48
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
が
厳
格
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
池
邊
・
前
掲
（
注
38
）

八
二
―
八
三
頁
。

 

（
49
）
池
邊
・
前
掲
（
注
29
）
一
〇
頁
以
下
。

 

（
50
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
一
頁
。
以
下
で
も
引
き
続
き
、「
神
戸
地
判
平
二
八
年
」
と
略
す
。

 

（
51
）
洲
本
簡
易
裁
判
所
平
成
二
三
年
ハ
第
二
七
八
号
、
判
例
集
未
登
載
。

 

（
52
）
し
た
が
っ
て
、
当
然
な
が
ら
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
で
は
、
国
家
賠
償
の
要
件
等
を
含
む
、
種
々
の
論
点
が
審
理
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

本
事
案
を
、当
事
者
公
開
主
義
が
問
題
と
な
る
具
体
例
と
位
置
づ
け
、こ
れ
に
か
か
わ
る
部
分
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
53
）
藪
口
・
前
掲
（
注
７
）
一
五
八
頁
。
園
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
一
頁
も
参
照
。

 

（
54
）
園
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
一
頁
。
上
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
〇
頁
も
参
照
。

 

（
55
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

 

（
56
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
頁
。

 

（
57
）
こ
の
閉
廷
後
の
法
廷
に
い
た
の
は
、
Ｒ
、
Ｙ
ａ
、
お
よ
び
別
件
訴
訟
の
担
当
書
記
官
Ｃ
で
あ
っ
た
。
Ｃ
は
、
裁
判
官
や
当
事
者
が
法
廷
を
退
出

し
た
後
の
点
検
お
よ
び
施
錠
の
た
め
に
残
っ
て
い
た
が
、
約
三
年
前
の
Ｒ
と
Ｙ
ａ
の
具
体
的
な
会
話
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
し
か
記
憶
し
て
い

な
い
（
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
）。

 

（
58
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
。

 

（
59
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

 

（
60
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
頁
。

51 （熊本法学157号 ’23）

民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに

 
（
37
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
一
項
は
、「
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
証
拠
調
べ
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
し

て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
に
は
、「
当
事
者
公
開
（Parteiöffentlichkeit

）」
と
の
見
出
し
が
付
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
で
は
、
こ
れ

が
当
事
者
公
開
主
義
の
根
拠
規
定
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

 

（
38
）
証
拠
調
べ
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
一
項
）
と
並
ん
で
、
通
知
を
受
け
る
権
利
（
同
条
二
項
等
）
お
よ
び
、
当
事
者
の
記
録

閲
覧
権
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
九
条
一
項
）
が
、Schnapp

（a.a.O
. [A

nm
. 31 ],	 S. 561

）
以
来
、
伝
統
的
に
、
当
事
者
公
開
主
義
を
構
成
す
る
権
利
と
解

さ
れ
て
い
る
。Schnapp

の
こ
の
見
解
は
、木
川
統
一
郎
＝
生
田
美
弥
子
「
鑑
定
人
の
鑑
定
準
備
作
業
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
に
つ
い
て
」（
木

川
統
一
郎
『
民
事
鑑
定
の
研
究
』〔
二
〇
〇
三
年
（
初
出
一
九
九
四
年
）・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
〕
四
五
九
頁
）
に
よ
り
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
持

ち
込
ま
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
わ
が
国
の
当
事
者
公
開
主
義
の
内
容
の
基
礎
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
当

事
者
の
発
問
権
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
七
条
一
項
）
も
ま
た
、当
事
者
公
開
主
義
の
一
連
の
規
定
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
以
上
に
つ
き
、池
邊
摩
依
「
ド

イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容
―
―
個
別
問
題
の
検
討
を
基
礎
と
し
て
―
―
」法
雑
六
五
巻
一
＝
二
号（
二
〇
一
九
年
）

三
八
頁
以
下
、
四
五
―
四
六
頁
参
照
。

 

（
39
）H

öffm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 23) .

 

（
40
）Späth, a.a.O

. (A
nm

. 25) .

 

（
41
）Becker-Eberhard, a.a.O

. (A
nm

. 13) , S. 233. 

 

（
42
）
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
―
―
訴
訟
と
非
訟
の
手
続
構
造
の
差
異
に
関
す
る
一
考
察
―
―
」
同
『
民
事
訴
訟
理
論
の
基
礎
的
研
究
』

（
一
九
六
一
年
〔
初
出
一
九
五
九
年
〕・
有
斐
閣
）
五
九
頁
以
下
、
六
三
頁
。

 

（
43
）
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
下
〔
第
二
版
補
訂
版
〕』（
二
〇
一
四
年
・
有
斐
閣
）
二
八
頁
注
２
。

 

（
44
）
山
木
戸
・
前
掲
（
注
42
）
六
三
頁
。
な
お
、
山
木
戸
博
士
に
お
い
て
は
、「
弁
論
権
」
と
「
法
的
審
尋
請
求
権
」
は
、
必
ず
し
も
同
一
の
内
容
を

有
す
る
概
念
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
当
事
者
の
意
見
陳
述
の
前
提
と
し
て
、
訴
訟
の
状
況
を
知
ら
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
構
造
に
の
み

着
目
す
る
。
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（
45
）
三
木
他
・
前
掲
（
注
1
）
一
四
三
―
一
四
四
頁
〔
笠
井
〕。
な
お
、
注
12
も
参
照
。

 
（
46
）
池
邊
・
前
掲
（
注
29
）
一
二
―
一
三
頁
参
照
。

 

（
47
）
詳
し
い
検
討
は
、
池
邊
・
前
掲
（
注
38
）
三
八
頁
以
下
。

 

（
48
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
例
外
が
厳
格
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
池
邊
・
前
掲
（
注
38
）

八
二
―
八
三
頁
。

 

（
49
）
池
邊
・
前
掲
（
注
29
）
一
〇
頁
以
下
。

 

（
50
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
一
頁
。
以
下
で
も
引
き
続
き
、「
神
戸
地
判
平
二
八
年
」
と
略
す
。

 

（
51
）
洲
本
簡
易
裁
判
所
平
成
二
三
年
ハ
第
二
七
八
号
、
判
例
集
未
登
載
。

 

（
52
）
し
た
が
っ
て
、
当
然
な
が
ら
、
神
戸
地
判
平
二
八
年
で
は
、
国
家
賠
償
の
要
件
等
を
含
む
、
種
々
の
論
点
が
審
理
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

本
事
案
を
、当
事
者
公
開
主
義
が
問
題
と
な
る
具
体
例
と
位
置
づ
け
、こ
れ
に
か
か
わ
る
部
分
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
53
）
藪
口
・
前
掲
（
注
７
）
一
五
八
頁
。
園
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
一
頁
も
参
照
。

 

（
54
）
園
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
一
頁
。
上
田
・
前
掲
（
注
７
）
一
二
〇
頁
も
参
照
。

 

（
55
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

 

（
56
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
頁
。

 

（
57
）
こ
の
閉
廷
後
の
法
廷
に
い
た
の
は
、
Ｒ
、
Ｙ
ａ
、
お
よ
び
別
件
訴
訟
の
担
当
書
記
官
Ｃ
で
あ
っ
た
。
Ｃ
は
、
裁
判
官
や
当
事
者
が
法
廷
を
退
出

し
た
後
の
点
検
お
よ
び
施
錠
の
た
め
に
残
っ
て
い
た
が
、
約
三
年
前
の
Ｒ
と
Ｙ
ａ
の
具
体
的
な
会
話
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
し
か
記
憶
し
て
い

な
い
（
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
）。

 

（
58
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
。

 

（
59
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

 

（
60
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
頁
。

51 （熊本法学157号 ’23）

民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに



 

（
80
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
81
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
82
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
83
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
84
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
七
頁
。

 

（
85
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
九
頁
。

 

（
86
）
訟
月
六
三
巻
三
号
二
〇
頁
。

 

（
87
）
た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
本
件
訴
訟
が
国
家
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
（
上
田
・
前
掲
［
注
７
］・

一
二
〇
頁
参
照
）。

 

（
88
）
菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
原
著
・
秋
山
幹
男
＝
伊
藤
眞
＝
垣
内
秀
介
＝
加
藤
新
太
郎
＝
高
田
裕
成
＝
福
田
剛
久
＝
山
本
和
彦
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
八
年
・
日
本
評
論
社
）
三
二
五
―
三
二
六
頁
。

 

（
89
）
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
監
修
『
条
解
民
事
訴
訟
規
則
』（
一
九
九
七
年
・
司
法
協
会
）
一
三
七
―
一
三
八
頁
、
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）

三
二
七
―
三
二
八
頁
。

 

（
90
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
六
頁
。

 

（
91
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
八
頁
。

 

（
92
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
93
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
一
問
一
答
新
民
事
訴
訟
法
』（
一
九
九
六
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
一
五
三
頁
、秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
94
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
95
）
バ
ウ
ァ
ー
＝
鈴
木
訳
・
前
掲
（
注
11
）
五
一
二
―
五
一
三
頁
も
参
照
。

 

（
96
）
特
に
、
第
一
節
二
．⑴
、
注
29
お
よ
び
第
二
節
一
．
参
照
。

53 （熊本法学157号 ’23）

民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに

 
（
61
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
。

 
（
62
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
。
別
紙
記
載
の
事
実
経
過
に
争
い
は
な
い
も
の
の
、
別
紙
記
載
の
Ｒ
の
主
観
に
つ
い
て
そ
の
限
り
で
な
い
こ
と
は
、

右
の
通
り
で
あ
る
。

 

（
63
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
九
頁
。

 

（
64
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
一
頁
。

 

（
65
）
神
戸
地
裁
平
成
二
四
年
レ
第
三
七
六
号
、
判
例
集
未
登
載
。

 

（
66
）
大
阪
高
裁
平
成
二
五
年
ツ
第
五
〇
号
、
判
例
集
未
登
載
。

 

（
67
）
最
高
裁
平
成
二
五
年
テ
第
八
七
号
、
判
例
集
未
登
載
。

 

（
68
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

 

（
69
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
頁
。

 

（
70
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
頁
。

 

（
71
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

 

（
72
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
四
頁
。

 

（
73
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
八
頁
。

 

（
74
）
訟
月
六
三
巻
三
号
二
〇
頁
。

 

（
75
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
九
頁
。

 

（
76
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
六
頁
。

 

（
77
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
六
頁
。

 

（
78
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
六
頁
。

 

（
79
）
判
時
二
三
一
七
号
一
二
〇
頁
。
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（
80
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 
（
81
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
82
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
83
）
判
時
二
三
一
七
号
一
一
九
頁
。

 

（
84
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
七
頁
。

 

（
85
）
訟
月
六
三
巻
三
号
一
九
頁
。

 

（
86
）
訟
月
六
三
巻
三
号
二
〇
頁
。

 

（
87
）
た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
本
件
訴
訟
が
国
家
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
（
上
田
・
前
掲
［
注
７
］・

一
二
〇
頁
参
照
）。

 

（
88
）
菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
原
著
・
秋
山
幹
男
＝
伊
藤
眞
＝
垣
内
秀
介
＝
加
藤
新
太
郎
＝
高
田
裕
成
＝
福
田
剛
久
＝
山
本
和
彦
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
八
年
・
日
本
評
論
社
）
三
二
五
―
三
二
六
頁
。

 

（
89
）
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
監
修
『
条
解
民
事
訴
訟
規
則
』（
一
九
九
七
年
・
司
法
協
会
）
一
三
七
―
一
三
八
頁
、
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）

三
二
七
―
三
二
八
頁
。

 

（
90
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
六
頁
。

 

（
91
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
八
頁
。

 

（
92
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
93
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
一
問
一
答
新
民
事
訴
訟
法
』（
一
九
九
六
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
一
五
三
頁
、秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
94
）
秋
山
他
・
前
掲
（
注
88
）
三
二
七
頁
。

 

（
95
）
バ
ウ
ァ
ー
＝
鈴
木
訳
・
前
掲
（
注
11
）
五
一
二
―
五
一
三
頁
も
参
照
。

 

（
96
）
特
に
、
第
一
節
二
．⑴
、
注
29
お
よ
び
第
二
節
一
．
参
照
。

53 （熊本法学157号 ’23）

民訴法一四九条一項および四項（期日外釈明）の当事者公開主義の例外規定としての位置づけ
――神戸地裁平成二八年二月二三日判決を手がかりに



	

　
　	「
加
害
者
家
族
」
に
依
存
す
る

　
　
　
　
刑
事
法
の
再
検
討
に
向
け
た
序
論
的
考
察

岡
　
田

　
行

　
雄

一
　
は
じ
め
に

二
　「
加
害
者
家
族
」
の
法
的
地
位

　（
一
）
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
「
加
害
者
家
族
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割

　（
二
）
刑
事
被
収
容
者
処
遇
法
に
お
い
て
「
加
害
者
家
族
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割

　（
三
）
更
生
保
護
法
に
お
い
て
「
加
害
者
家
族
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割

　（
四
）
少
年
司
法
に
お
い
て
「
加
害
者
家
族
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割

三
　「
加
害
者
家
族
」
の
現
状

　（
一
）
刑
事
事
件
の
「
加
害
者
家
族
」
の
被
害
状
況

論

　
　

 

説
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「加害者家族」に依存する刑事法の再検討に向けた序論的考察

 
（
97
）
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
瑕
疵
の
治
癒
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
稿
の
公
表
に
先
立
っ
て
、
大
阪
公
立
大
学
民
事
訴
訟
法
研
究
会
に
て
報
告
の
機
会

を
得
た
際
、
種
々
の
意
見
を
賜
り
、
特
に
、
事
後
的
な
情
報
付
与
と
意
見
表
明
の
機
会
の
保
障
に
よ
る
治
癒
が
な
ぜ
許
さ
れ
な
い
の
か
と
の
指
摘

を
頂
戴
し
た
。
ま
た
、
熊
本
大
学
の
河
野
憲
一
郎
准
教
授
か
ら
も
、
瑕
疵
が
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
救
済
が
与

え
ら
れ
る
の
か
と
の
指
摘
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
問
題
に
は
、
現
時
点
で
は
十
分
に
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
、
解
明
は
他
日
を

期
す
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
98
）
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
別
紙
を
用
い
て
認
定
し
た
詳
細
な
事
実
に
よ
れ
ば
、
別
件
訴
訟
に
お
け
る
Ｒ
裁
判
官
に
は
、
例
外
と
し
て
の
期
日
外
釈

明
を
許
容
す
べ
き
事
情
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
控
訴
審
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
上
述
・
第
二
章
第
一
節
一
．

⑴
、
注
63
参
照
）、
敢
え
て
、
Ｘ
ａ
の
退
席
を
待
っ
て
、
Ｙ
ａ
の
み
が
在
廷
す
る
場
で
釈
明
を
し
た
か
の
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。

 

（
99
）
神
戸
地
判
平
二
八
年
は
、
こ
の
点
に
、
当
事
者
の
平
等
取
扱
い
へ
の
侵
害
を
見
出
し
て
、
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
の
際
の
裁
量
を
逸
脱
す
る
と

判
示
し
、
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、
こ
の
点
へ
の
疑
義
に
言
及
し
た
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
、
平
等
原
則
違
反
と

の
評
価
は
し
な
か
っ
た
。

 

（
100
）
神
戸
地
判
平
二
八
年
が
、
Ｒ
に
よ
る
釈
明
権
の
行
使
を
不
適
法
と
評
価
し
な
が
ら
、
民
訴
法
一
四
九
条
に
直
接
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
点

に
対
し
て
、
学
説
か
ら
は
、
平
等
取
扱
い
の
要
請
は
、
民
訴
法
一
四
九
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
民
訴
法

一
四
九
条
違
反
と
評
価
す
べ
き
と
の
意
見
も
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
右
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
（
第
二
章
第
一
節
⑵
）、
注
54
）。
個
別
の

条
文
の
解
釈
の
際
に
、
訴
訟
原
則
の
要
請
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
と
の
指
摘
は
、
本
稿
の
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

論　　説
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